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第１ 環境行政 
 

 戦後の工業化による高度経済成長を遂げた我が国では、その成長の一方で、大

気汚染や水質汚濁などの公害により、深刻な社会問題が発生しました。これらの

問題に対し、行政による規制政策や公害防止技術の進展などにより、一定の効果

を上げてきました。しかし、その後の時代や生活様式の変化とともに、大量生産・

大量消費・大量廃棄型の社会経済システムが原因であるごみ問題や自動車など

の排気ガスによる問題、都市化の進展に伴うヒートアイランド現象の発生とい

った都市・生活型の環境問題が顕在化しています。さらに、オゾン層の破壊や酸

性雨などの地球規模の環境問題も浮き彫りになり、近年では、地球温暖化などに

起因する気候変動の影響が国際的に懸念されています。 
こうした中、世界的には様々な取り決めが交わされており、２０１５年１２月

には２０２０年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みであり「京都議定

書」の後継となる「パリ協定」が採択され、途上国を含む全ての参加国に温室効

果ガス排出削減の努力が求められています。また、同年に国連サミットで「持続

可能な開発目標（SDGｓ）」が採択されました。これは２０３０年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標であり、環境問題を含む幅広い分野が対象

となっています。我が国では、こうした国際的な潮流を踏まえた「第五次環境基

本計画」が平成３０年４月に閣議決定され、持続可能な循環共生型の社会の構築

への取り組みが進められています。 
 当市においては、環境審議会、環境美化審議会を設置し、良好な都市環境の形

成や生活環境の保全のために、行政、市民及び事業者が協働で環境行政に取組ん

でいます。 
  
 
１ 市の環境行政機構 
 
       市長 
 
              
 
 
       副市長 
             伊勢崎市環境調整会議 
             伊勢崎市公害苦情相談員 
 
 
       環境部 
 

                     
                
                 

 
 
 
 
 

令和 2 年 4 月 1 日現在 

伊勢崎市環境審議会 

伊勢崎市環境美化審議会 

環境政策課    管理係  清掃企画係  資源化推進係 

茂呂クリーンセンター 赤堀環境センター 

境クリーンセンター 

清掃リサイクルセンター２１ 

 
環境保全課    環境企画係 環境保全係 空家対策係 



2 
 

２ 伊勢崎市環境審議会委員・伊勢崎市環境美化審議会委員 
    
 
（１）伊勢崎市環境審議会 
 
  環境基本法第４４条の規定に基づき、市長の諮問に応じて本市の環境の保

全に関する基本的事項及び保全対策を調査審議するため平成１７年１月１日
に伊勢崎市環境審議会条例を制定し、環境審議会委員を設置しています。 

    委員は各界の代表者や学識経験者、並びに公募による市民で構成され、計１
５名です。 

       
 

表 1-1 伊勢崎市環境審議会委員名簿   （令和２年 4 月 1 日現在） 

氏   名 委 員 所 属 機 関 等 氏   名 委 員 所 属 機 関 等  

橋 本 由利子 東 京 福 祉 大 学 白 田 照 夫 伊 勢 崎 市 区 長 会  

宇佐美 義 美 県立伊勢崎工業高等学校 栗 原 主 一 伊勢崎市環境指導員会 

重 田   茂 佐波伊勢崎農業協同組合 須 田   広 伊 勢 崎 土 木 事 務 所 

峯 岸 則 幸 伊 勢 崎 商 工 会 議 所 近 藤 尚 志 中 部 環 境 事 務 所  

馬 場 和 代 群 馬 伊 勢 崎 商 工 会 髙 田 愼 一 公募委員 

塩 島 正 之 伊 勢 崎 佐 波 医 師 会 渋 澤 範 子 公募委員 

須 永 淳 子 伊 勢 崎 市 薬 剤 師 会 兼 藤 淑 江 公募委員 

稲 庭 瑞 穂 群馬県獣医師会伊勢崎支部    

 
   
 
（２） 伊勢崎市環境美化審議会委員 
 
  市民の良好な生活環境の確保することを目的に伊勢崎市まちをきれいにす

る条例は、平成２４年４月１日に改正されました。市長の諮問に応じて、条例
に基づいた改善命令等を調査審議するため、伊勢崎市まちをきれいにする条
例第２０条に基づき、環境美化審議会を設置しています。 

    委員は弁護士会からの推薦者等で構成され、計５名です。 
       
 

表 1-2 伊勢崎市環境美化審議会委員名簿  （令和２年７月 1 日現在） 

氏  名 委 員 所 属 機 関 等  氏  名 委 員 所 属 機 関 等   

柴 田   忍 群 馬 弁 護 士 会 石 原 文 武 伊勢崎人権擁護委員協議会 

清 水 俊 昌 群 馬 弁 護 士 会 近 藤 尚 志 群馬県中部環境事務所 

大 澤   誠 伊 勢 崎 佐 波 医 師 会   
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３ 環境審議会幹事 
 
    環境行政の遂行にあたり、関係する部課が相互に協力して総合調整を行い、

かつ審議会の所掌事務について委員を補佐するため、幹事を任命しています。 
 
     表 1-3  伊勢崎市環境審議会幹事名簿 

職   名 職   名 

総 務 部 長 経 済 部 長 

企 画 部 長 建 設 部 長 

財 政 部 長 都 市 計 画 部 長 

市 民 部 長 公 営 事 業 部 長 

環 境 部 長 上 下 水 道 局 長 

健 康 推 進 部 長 消  防  長 

福 祉 こ ど も 部 長 経 営 企 画 部 長 

長 寿 社 会 部 長 教 育 部 長 

 

 
４ 公害苦情相談員 
 
 公害紛争処理法の規定に基づき、公害苦情の適切な処理を図るため、伊勢崎市
公害苦情相談員設置要綱を制定し公害苦情相談員を任命しています。 
      

表 1-４ 公害苦情相談員  

部 名 等 職   名 

環 境 部 
環境政策課長、清掃リサイクルセンター２１所長、環境保全課長、 
環境保全課環境保全係職員 

経 済 部 農政課長 
建 設 部 土木課長、道路維持課長、建築指導課長 
都市計画部 都市計画課長、公園緑地課長 
上下水道局 下水道施設課長 
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５ 公害防止協定 
 

公害防止協定は、公害の未然防止や環境の保全を図るために、法令による規制
や指導以外に、独自に規制値等を定めより細かい公害防止対策を推進するため
に設けられております。本市では昭和４８年に最初に公害防止協定が締結され
ました。 

最初の協定締結より数十年経過していることから、平成２６年に見直しを行
い、現在の社会情勢に即し、より実効性があり、締結事業場間の均衡が図れるよ
うに公害防止協定を改正し、希望する事業場と協定を再締結いたしました。 

 
協定締結事業場数 ７９ 社 （令和２年３月３１日現在） 

 
 
６ 公害防止施設の整備促進 
 

企業の公害防止対策を促進するため、群馬県公害防止施設整備資金融資制度

等があります。当市では公害防止対策のため助言等を行っています。
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７ 法規の体系 
 

○大気汚染に係る環境基準
○二酸化窒素に係る環境基準
○有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準
〇微小粒子状物質に係る環境基準

環境基準の設定 ○騒音に係る環境基準
○水質汚濁に係る環境基準
○地下水の水質汚濁に係る環境基準
○土壌の汚染に係る環境基準

○大気汚染防止法
大気汚染規制

環

境 悪臭規制 ○悪臭防止法

基 排出等の規制 ○水質汚濁防止法
水質汚濁規制 ○下水道法

本 ○浄化槽法
○湖沼水質保全特別措置法

法 ○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

地盤沈下規制 ○工業用水法
○建築物用水地下水の採取の規制に関する法律

土壌汚染規制 ○土壌汚染対策法
○農用地の土壌の汚染防止に関する法律

騒音規制 ○騒音規制法
○幹線道路の沿道の整備に関する法律

振動規制 ○振動規制法

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
化学物質 ○ダイオキシン類対策特別措置法

○農薬取締法
○毒物及び劇物取締法

循環型社会形成 廃棄物 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
推進基本法

リサイクル ○資源の有効な利用の促進に関する法律
（リサイクル法）
○建設工事に係る資材の再資源化に関する法律
（建設リサイクル法）
○特定家庭用機器再生商品化法
（家電リサイクル法）
○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（食品リサイクル法）

地球環境

○特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する
法律

○気候変動枠組条約

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
（グリーン購入法）

〇気候変動適応法

○地球温暖化対策の推進に関する法律

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法
律

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
（小型家電リサイクル法）

○使用済自動車の再資源化等に関する法律
 （自動車リサイクル法）

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底
の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改
善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法（ＰＣＢ廃棄物特別措置法）

○容器包装に係る分別収集及び再資源化の促進等に関す
る法律（容器包装リサイクル法）

○自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における
総量の削減等に関する特別措置法
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第２ 大気汚染 
 
   大気汚染とは、工場、事業場における事業活動に伴なって発生するばい煙

や自動車から排出される汚染物質、及び光化学オキシダントなどの二次汚染

物質によって空気が汚れ、人々の健康や生活環境に影響を及ぼす状態をいい

ます。 
   大気を汚染する物質としては、石油や石炭を燃やした時や自動車などか

ら排出される硫黄酸化物、浮遊粉じん、窒素酸化物、炭化水素などがありま

す。その他にも窒素酸化物や炭化水素が太陽光線によって化学変化をおこ

してつくられる光化学オキシダントも汚染物質として知られています。 
   また、硫黄酸化物などが大気中で酸化されて雨の中に溶け込み強い酸性

の雨が降る酸性雨、フロンガスによって起こる成層圏のオゾン層の破壊等、

地球規模の環境問題もあります。 
   代表的な大気汚染物質には、人の健康を保護し、良好な生活環境を保全す

るうえで維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められてい

ます。 
 
 

 １ 大気汚染防止法の概要 
 

（１）目  的 

①工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並

びに粉じんの排出等を規制すること。 

②水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）の的確かつ円滑な実施を

確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規

制すること。 

③有害大気汚染物質対策の実施を推進すること。 

④自動車排出ガスに係る許容限度を定めること。 

⑤大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の

損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること。 

⑥上記により国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 

 

（２）定  義 

この法律で「ばい煙」とは次の物質をいいます。 

①燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物 

②燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばい

じん 

③物の燃焼、合成、分解、その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い発生す

るカドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、ふっ化水素及

びふっ化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物 

「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、

又は飛散する物質をいいます。 

 「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿をいいます。 
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「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。 

「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいいます。 

「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうお

それがある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばいじん以外のばい煙、特定粉

じん及び水銀等を除く。）をいいます。 

「自動車排出ガス」とは、自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、

鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質をいいます。 

 

（３）届出義務 

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じ

ん発生施設又は水銀排出施設を設置しようとするときや、特定粉じん排出等作

業を伴う建設工事を施工しようとするときなどには、その旨を都道府県知事に

届け出なければなりません。※伊勢崎市内の場合、一般粉じん発生施設について

は、伊勢崎市長に届出することになります。 

    

（４）排出基準等 

（３）の届出義務の対象ごとに、排出基準や構造基準などの遵守事項があり、

適合しない場合について、命令や罰則の規定が定められています。 
  

  ２ 環境基準 
   

 大気汚染に係る環境基準として、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物

質、二酸化窒素、光化学オキシダント及び微小粒子状物質の６物質につい

て、環境基準が定められています。 
 

表 2-1 大気汚染に係る環境基準 

物 質 環 境 上 の 条 件 

二酸化硫黄 

（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、 

１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、 

１時間値の８時間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/ m３ 以下であり、かつ、 

１時間値が 0.20mg/ m３以下であること。 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までの 

ゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント 

（ＯＸ） 

１時間値が 0.06ppm 以下であること。 

 

微小粒子状物質 

（ＰＭ2.5） 

１年平均値が 15μg/ m３以下であり、かつ、１日平均値が 

35μg/ m３以下であること。 

     
備考１．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が１０μm 以下のものをいう。 

  ２．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート、その他の光化学反応により生成される

酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く）をいう。 
  ３．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が２.５μm の粒子を５０％の割合で分

離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 
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有害大気汚染物質では、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン、ジクロロメタンの４物質について「環境基準」が定められています。 

              
表 2-2 有害大気汚染物質に係る環境基準 

物  質 環 境 上 の 条 件 

 ベンゼン １年平均値が 0.003 mg/m3 以下であること。 

 トリクロロエチレン １年平均値が 0.13 mg/m3 以下であること。 

 テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2 mg/m3 以下であること。 

 ジクロロメタン １年平均値が 0.15 mg/m3 以下であること。 

※トリクロロエチレンは、１年平均値が「0.2 mg/m3 以下」から「0.13 mg/m3 以下」

に、平成３０年度に改正されました。 

  

３ 測定体制 
         

（１） 一般環境大気測定局 

 住宅地等の一般的な生活空間における大気の汚染の状況を把握するため、南

小学校（上泉町 310 番地）に群馬県により測定局が設置され、一酸化窒素、二

酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの測定を行って

います。 

 

（２） 自動車排出ガス測定局 

自動車排出ガスによる大気の汚染の状況を把握するため、道路周辺にある茂

呂小学校（茂呂町二丁目 2169 番地 1）に群馬県により測定局が設置され、一

酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、非メタン炭

化水素、メタン及び全炭化水素の測定を行っています。 

 
※なお、次に示した大気汚染の各測定結果については「群馬県大気汚染常時監視測定結

果」に基づくものです。 
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４ 測定結果 
 

（１） 窒素酸化物 

窒素酸化物は、窒素と酸素の化合物で、空気中で物を燃やすと、その過程で発

生しますが、主として一酸化窒素と二酸化窒素の形で大気中に存在しています。 

窒素酸化物は光化学オキシダントや酸性雨の原因物質となります。また、工場

や事業場のほか自動車からの排出ガスが主な発生源となっており、二酸化窒素

について環境基準が設けられています。 
 
◎ 一般環境大気測定局  年報 

表 2-3 一酸化窒素、二酸化窒素（ＮＯ、ＮＯ2）測定値

 
※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より 

 
（一般環境大気測定局）  
表 2-４ 一酸化窒素（ＮＯ）経年変化       表 2-５ 二酸化窒素（ＮＯ2）経年変化 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物

（日） 366 366 366

（時間） 8750 8750 8750
（ppm） 0.001 0.008 0.009
（ppm） 0.060 0.045 0.082
（時間） - 0 -
（％） - 0 -
（日） - 0 -
（％） - 0 -
（ppm） 0.006 0.019 0.025
（時間） - 0 -
（％） - 0 -
（日） - 0 -
（％） - 0 -

有効測定日数

測定時間

年平均値

1時間値の最高値

1時間値が0.2ppmを超えた時間と割合

87.3
NO2/（NO+NO2）

日平均値が0.06ppmを超えた日数と割合

日平均値の年間98％値

1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の
時間数と割合

日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以
下の日数と割合

環境基準の長期的評価による日平
均値が0.06ppmを超えた日数

（日） - 0 -

年平均値
（％） - -

（ｐｐｍ） （ｐｐｍ） 

平成27年度 0.003 0.015
平成28年度 0.003 0.013
平成29年度 0.001 0.008
平成30年度 0.001 0.008
令和元年度 0.001 0.006

年平均値
日平均値の年間

９８％値

平成27年度 0.013 0.026
平成28年度 0.009 0.020
平成29年度 0.009 0.022
平成30年度 0.009 0.022
令和元年度 0.008 0.019

年平均値
日平均値の年間

９８％値
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◎ 自動車排出ガス測定局  年報 
表 2-６ 一酸化窒素、二酸化窒素（ＮＯ、ＮＯ2）測定値

 
※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より  

 
(自動車排ガス測定局) 
表 2-7 一酸化窒素（ＮＯ）経年変化     表 2-８ 二酸化窒素（ＮＯ2）経年変化                  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物

（日） 366 366 366

（時間） 8743 8743 8743

（ppm） 0.002 0.009 0.012

（ppm） 0.081 0.049 0.097

（時間） - 0 -

（％） - 0 -

（日） - 0 -

（％） - 0 -

（ppm） 0.012 0.020 0.031

（時間） - 0 -

（％） - 0 -

（日） - 0 -

（％） - 0 -

- 0 -

年平均値
（％） - - 80.3

NO2/（NO+NO2）

日平均値が0.06ppmを超えた日数と割合

日平均値の年間98％値

1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の
時間数と割合

日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以
下の日数と割合

環境基準の長期的評価による日平
均値が0.06ppmを超えた日数

（日）

年平均値

1時間値の最高値

1時間値が0.2ppmを超えた時間と割合

有効測定日数

測定時間

図 2-1 一酸化窒素（ＮＯ）経年変化 

  日平均値の年間９８％値 
図 2-2 二酸化窒素（ＮＯ2）経年変化 

  日平均値の年間９８％値 

 

（ｐｐｍ） （ｐｐｍ） 

平成27年度 0.003 0.013

平成28年度 0.003 0.013

平成29年度 0.004 0.015

平成30年度 0.003 0.013

令和元年度 0.002 0.012

日平均値の年間

９８％値
年平均値

平成27年度 0.011 0.023

平成28年度 0.009 0.020

平成29年度 0.010 0.023

平成30年度 0.010 0.024

令和元年度 0.009 0.020

年平均値
日平均値の年間

９８％値
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（２） 一酸化炭素 

 一酸化炭素による大気汚染の主な要因は、自動車排出ガスの影響によるもの

が多いといわれています。一酸化炭素は無味無臭の気体ですが、血液中のヘモ

グロビンと結合し、体内への酸素供給を妨げるため、中枢神経系がその影響を

受け頭痛や目まいなどが生じることがあります。 

 自動車から排出される一酸化炭素による大気中の影響をみるため、平成６年

度から群馬県が茂呂小学校に測定局を設置し、測定しています。 

 

 

◎ 自動車排出ガス測定局  年報 

 
表 2-９ 一酸化炭素（ＣＯ）測定値 

 
※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より  

 

    

 
  

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（日） 364 365 364 365 366

（時間） 8738 8729 8721 8730 8748

（ppm） 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

（ppm） 1.6 1.4 1.2 1.4 1.7

（回） - - 0 0 0

（％） - - 0 0 0

（日数） - - 0 0 0

（％） - - 0 0 0

（ppm） 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

（日） - - 0 0 0

（％） - - 0 0 0

0
環境基準の長期的評価による日平均値

が10ppmを超えた日数
（日） 0 0 0 0

無 無 無 無 無

8時間値が20ppmを超えた回数と割合

日平均値が10ppmを超えた日数と割合

日平均値の2％除外値

1時間値が30ppm以上の日数と割合

日平均値が10ppmを超えた日が2日以

上連続したことの有無
有　無

測定時間

年平均値

１時間値の最高値

有効測定日数

図２-３ 一酸化炭素（ＣＯ）経年変化 

 日平均値の２％除外値 
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（３） 非メタン炭化水素 

炭化水素は、炭素と水素から成る有機化合物の総称です。このうち、非メタ

ン炭化水素はメタンを除いた炭化水素のことで、窒素酸化物とともに光化学オ

キシダントの原因物質と考えられています。 

 光化学オキシダントの環境基準に対応する指針として、「午前６時から午前

９時までの非メタン炭化水素の３時間平均値は 0.20ppmC から 0.31ppmC

の範囲にある」としています。 
※「ppmC」は、大気中の炭化水素類を表す単位で、1ppmC とは空気 1ｍ3 中にメタ

ンに換算された物質が 1cm3 含まれることを指します。 

 

 

◎ 自動車排ガス測定局  年報 

 
表 2-10 非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）測定値 

 
                  ※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より  

  

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（時間） 8726 8706 8704 8704 8715

（ppmC） 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10

（日） 365 365 365 364 365

（日） 41 26 32 44 39

（％） 11.2 7.1 8.8 12.1 10.7

（日） 9 7 5 7 10

（％） 2.5 1.9 1.4 1.9 2.7

0.61

0.10 0.09

0.41 0.42 0.35 0.57

0.00
平均値の最低値

6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超

えた日数とその割合

6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超

えた日数とその割合

6～9時の3時間
（ppmC） 0.00 0.00 0.00 0.00

0.09 0.11
年平均値

6～9時の測定日数

6～9時の3時間
（ppmC）

平均値の最高値

0.10

測定時間

年平均値

6～9時における
（ppmC）

図 2-４ 非メタン炭化水素 経年変化 

    （6～9 時における年平均値） 

 

図 2-５ 非メタン炭化水素 経年変化 

（0.20ppmC、0.31ppmC を超えた日数） 
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（４） 浮遊粒子状物質 

  浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が

10μｍ以下の物質のことです。ディーゼル車の排出ガスや工場のばい煙、道

路粉じん等が主な発生源とされ、人の気道や肺胞に沈着し呼吸器疾患を引き起

こすとされています。 

 

 

◎ 一般環境大気測定局  年報 

 
表 2-11 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）測定値 

 
                       ※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（日） 364 364 359 362 364

（時間） 8729 8730 8667 8697 8743

（ｍｇ/ｍ
3
） 0.020 0.017 0.014 0.016 0.014

（時間） - - 0 0 0

（％） - - 0 0 0

（日） - - 0 0 0

（％） - - 0 0 0

（ｍｇ/ｍ
3
） 0.190 0.151 0.081 0.098 0.087

（ｍｇ/ｍ3） 0.046 0.045 0.033 0.038 0.037

0

無 無 無

環境基準の長期的評価による日平均値

が0.1ｍｇ/ｍ
3
を超えた日数

（日） 0 0 0 0

1時間値の最高値

日平均値の2％除外値

日平均値が0.1ｍｇ/ｍ
3
を超えた日が2

日以上連続したことの有無
有　無 無 無

有効測定日数

測定時間

年平均値

1時間値が0.2ｍｇ/ｍ
3
を超えた時間数

とその割合

日平均値が0.1ｍｇ/ｍ
3
を超えた日数

とその割合

図 2-6 浮遊粒子状物質 経年変化 

     日平均値の２％除外値 
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（５） 光化学オキシダント 

光化学オキシダントは、自動車の排出ガスや工場のばい煙などから発生する

炭化水素と窒素酸化物に、太陽光中の紫外線が作用して生成される酸化性物質

で、オゾンを主成分とする二次汚染物質です。この濃度が高くなると、目やの

どに刺激を感じることがあります。 

 測定結果は環境基準を達成しませんでしたが、全国的にも環境基準を達成し

ている地点はほとんどありません。 

 

◎ 一般環境大気測定局  年報 

 
表 2-12 光化学オキシダント（Ｏx）測定値 

 
                         ※「群馬県大気汚染常時監視測定結果」より   

 
参考１ 光化学オキシダント注意報等の発令基準 

  ① 注意報  一つの基準測定点において測定値の１時間値が 0.12ppm 以上にな

り、かつこの状態が継続すると認められるとき。 

  ② 警 報  一つの基準測定点において測定値の１時間値が 0.24ppm 以上にな

り、かつこの状態が継続すると認められるとき。 

  ③ 重 大  一つの基準測定点において測定値の１時間値が 0.4ppm 以上になり、

緊急報  かつこの状態が継続すると認められるとき。 

    

参考２ 光化学オキシダント注意報等が発令されときの対応 

① 目、のど等に刺激を感じたときは、洗眼、うがい等をし、症状が回復しない場合

は、医療機関で手当てを受けましょう。 

② なるべく屋外に出ないようにしましょう。 

③ 不要不急の車の運行を差し控えましょう。 

➃ 屋外燃焼を中止しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（日） 366 365 365 365 366

（時間） 5455 5439 5409 5445 5454

（日） 116 101 124 103 98

（時間） 722 509 749 681 577

（日） 3 1 8 2 1

（時間） 6 1 13 2 2

（ppm） 0.146 0.123 0.140 0.127 0.144

（ppm） 0.054 0.051 0.055 0.055 0.051

（ppm） 0.032 0.032 0.034 0.033 0.032

（回） 7 1 11 2 4

昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と

時間

昼間の1時間値の最高値

昼間の日最高1時間値の年平均値

昼間の1時間値の年平均値

注意報発令回数

昼間測定日数

昼間測定時間

昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数

と時間

図 2-7 光化学オキシダント 経年変化 

（昼間 1 時間値の年平均値） 

 

図 2-8 光化学オキシダント 経年変化 

（0.06ppm、0.12ppm 以上の日数） 
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（６） 二酸化硫黄 

  二酸化硫黄は、主として石炭、石油等の化石燃料の燃焼に伴い生じる無色で

刺激臭のある気体です。また、酸性雨の主な原因物質でもあり、その濃度が高

くなると呼吸器を刺激して、せき、呼吸困難、気管支炎、肺気腫等の原因にも

なるといわれています。現在は、伊勢崎市内での二酸化硫黄の測定は行われて

いません。 

 

（７） ＰＭ２．５ 

PM2．5（微小粒子状物質）は、大気中に浮遊している粒径 2．5μm 以下

の小さな粒子のことで、肺の奥深くまで入り込みやすいため呼吸器や循環器系

への影響が懸念されている物質です。 

伊勢崎市内では測定を行っていませんが、県東南部の太田局・館林局におい

て測定された数値が基準値を上回った場合には、県が注意報を発令する体制を

とっています。なお、この注意報が発令された事例はまだありません。 
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５ 有害大気汚染物質測定 

  
有害大気汚染物質は、低濃度でも継続的に摂取されると人の健康を損なうお

それがある物質として大気汚染防止法に規定されています。群馬県では、健康リ

スクがある程度高いと考えられる優先取組物質のうち、測定方法が確立されて

いる 21 物質と水銀及びその化合物について調査しています。環境基準が定め

られている４物質について、群馬県が伊勢崎市内（茂呂小学校）で測定した結果

を記載します。 

 

（１） ベンゼン 

 ベンゼンは、無色で甘い香りを持つ最も基本的な芳香族炭化水素です。揮発性

と可燃性を持ち、主に合成洗剤、有機顔料、医薬品、香料などに使われています。

毒性や発がん性があり、大気汚染の原因となることが懸念されています。 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） トリクロロエチレン 

 トリクロロエチレンは、無色で甘い香りを持つ有機塩素化合物です。揮発性と

不燃性を持ち、主に金属や繊維の洗浄剤として使われています。毒性があり、廃

液等による地下水汚染が懸念されています。 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

（３） テトラクロロエチレン 

図 2-9 ベンゼン 経年変化 

表 2-１3 ベンゼン測定結果 

表 2-１４ トリクロロエチレン測定結果 

 

※ベンゼンの環境基準は 3μｇ/ｍ3 以下。 

便宜上、ｍｇ＝1000μｇで単位換算しています。 

図 2-10 トリクロロエチレン 経年変化 

※トリクロロエチレンの環境基準は１３０μg/ｍ3 以下。 

便宜上、ｍｇ＝1000μｇで単位換算しています。 

平成27年度 0.77
平成28年度 0.74
平成29年度 0.48
平成30年度 0.65
令和元年度 0.58

年平均値

（μｇ/ｍ
3
）

年度

平成27年度 　 1.1
平成28年度  　1.8
平成29年度 　 0.60
平成30年度 　 1.3
令和元年度 　 1.3

年度
年平均値

（μｇ/ｍ
3
）
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テトラクロロエチレンは、無色で甘く鋭い臭いを持つ有機塩素化合物です。揮

発性と不燃性を持ち、主にドライクリーニング、溶剤等に使われています。毒性

があり、廃液等による地下水汚染が懸念されています。 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

（４） ジクロロメタン 

ジクロロメタンは、無色で強く甘い香りを持つ有機塩素化合物です。難燃性を

持ち、主に塗料の剥離剤、プリント基板洗浄剤、溶剤等に使われています。毒性

があり、廃液等による地下水汚染が懸念されています。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

表 2-１5 テトラクロロエチレン測定結果 

表 2-１6 ジクロロメタン測定結果 

図 2-12 ジクロロメタン 経年変化 

※ジクロロメタンの環境基準は１５０μg/ｍ3 以下。 

便宜上、ｍｇ＝1000μｇで単位換算しています。 

図 2-11 テトラクロロエチレン 経年変化 

※テトラクロロエチレンの環境基準は２００μg/ｍ3 以下。 

 便宜上、ｍｇ＝1000μｇで単位換算しています。 

平成27年度 0.065
平成28年度 0.097
平成29年度 0.057
平成30年度 0.077
令和元年度 0.090

年度
年平均値

（μｇ/ｍ
3
）

平成27年度  　1.6
平成28年度 　 0.47
平成29年度  　0.43
平成30年度  　2.1
令和元年度 　 2.2

年度
年平均値

（μｇ/ｍ
3
）
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第 3 水質汚濁 
 

 水は、空気などと同様に我々人類や生物にとって無くてはならない物質

です。この水に汚染物質や有害物質が混入して水質に変化がおこり、水中

の生物等に悪影響を与えて自然環境を損ない、更に我々の利用水に支障を

与えたりする状態を水質汚濁といいます。 

 水質汚濁には、自然的要因によるものと人為的要因によるものとがあり

ますが、一般には工場や生活排水などの人為的要因によるものをいいます。 

 水質汚濁物質としては、人や魚などの生命に直接影響を与えるシアン化

合物、重金属等の有害物質、水の利用などに間接的に影響を与える有機物、

含油排水等があります。 

 

 １ 水質汚濁防止法 

 
（１）目的 

①工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透す

る水の浸透を規制すること。 

②生活排水対策の実施を推奨すること。 

③工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被

害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることに

より、被害者の保護を図ること。 

④上記により国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 

 

（２）定義 

「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供

される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用

に供される水路（ただし、公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置

している水路を除く）。 

「有害物質」とは、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として

政令で定める物質（カドミウム、シアン等）をいう。 

「特定施設」とは、次の①又は②のいずれかの用件を備える汚水または廃

液（汚水等）を排出する施設で、かつ、政令で定める施設をいう。 

① カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質

として政令で定める物質を含むこと。 

② 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号

に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目

に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであるこ

と。 

「特定事業場」とは、特定施設を設置する工場または事業場をいう。 

「排水基準」とは、排出水の汚染状態の許容限度をいう。 
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（３）排出水の制限 

排出水は、特定事業場の各排水口において排水基準に適合しなければな

らない。 

 

２ 環境基準                   
  

水質汚濁に係る環境基準は、生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）と、

人の健康の保護に関する基準（健康項目）、更に水生生物の保全に係る水質環境

基準に分けて基準の設定が行われています。 

健康項目はカドミウム・シアンなど表 3－１の２7 項目について定められて

おり、公共用水域の全てに適用されます。 

生活環境項目はｐＨ・ＢＯＤなどの項目について定められており、河川・湖沼・

海域ごとにその利用目的に応じて類型をもうけ、項目別の基準値が決められて

います。本市の河川については、利根川・粕川・早川上流がＡ類型に、広瀬川・

早川下流がＢ類型に指定されており、表 3－２に示された基準が適用されてい

ます。 

水生生物の保全に係る水質環境基準はこれまで指定されていた全亜鉛に加え、

新たに平成２４年度からノニルフェノール、平成２５年度から直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）について新たな基準が設けられました。 

本市の河川については、利根川の坂東大橋より上流は生物Ａ類型ですが、利根川

の坂東大橋より下流、早川、粕川及び広瀬川は生物Ｂ類型に指定されており、表

3－３に示された基準が適用されています。 

 

                 水質汚濁に係る環境基準 
表３-１ 健康項目 環境基準 

 
 

※平成 23 年 10 月 27 日よりカドミウムの環境基準については 0.0１mg/ｌから 0.003mg/

ｌに変更になりました。 

平成 26 年 11 月 17 日よりトリクロロエチレンの環境基準については 0.03mg/ｌから

0.01mg/ｌに変更になりました。 

 

 

 

 

項目 基準値 項目 基準値

カドミウム 0.003mg/l以下 １，１，２－トリクロロエタン 0.006mg/ｌ以下

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下
鉛 0.01mg/l以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下
六価クロム 0.05mg/l以下 １，３－ジクロロプロペン 0.002mg/ｌ以下
砒素 0.01mg/l以下 チウラム 0.006mg/ｌ以下
総水銀 0.0005mg/ｌ以下 シマジン 0.003mg/ｌ以下
アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/ｌ以下
ＰＣＢ 検出されないこと ベンゼン 0.01mg/ｌ以下
ジクロロメタン 0.02mg/ｌ以下 セレン 0.01mg/ｌ以下
四塩化炭素 0.002mg/ｌ以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ｌ以下
１，２－ジクロロエタン 0.004mg/ｌ以下 ふっ素 0.8mg/ｌ以下
１，１－ジクロロエチレン 0.1mg/ｌ以下 ほう素 1mg/ｌ以下
シス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/ｌ以下 １，４－ジオキサン 0.05mg/ｌ以下

１，１，１－トリクロロエタン 1mg/ｌ以下
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   表３-２ 生活環境項目 環境基準（河川） 

注）１ 自然環境保護 ： 自然探勝等の環境保全 

  ２ 水 道 １ 級： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水 道 ２ 級： 沈殿ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水 道 ３ 級：  前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水 産 １ 級： ヤマメ、イワナ等による貧腐水性水域の水産生物用ならびに水産２級および

水産３級の水産生物用 

     水 産 ２ 級： サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産３級の水産生

物用 

     水 産 ３ 級： コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

  ４ 工業用水１級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級 ：  薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

    工業用水３級 ： 特殊の浄水操作を行うもの 

    ５ 環 境 保 全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 

 

表３-３水生生物の保全に係る水質環境基準 

  
 

 

 

 

 

水素イオン 生物化学的

濃　度 酸素要求量

（ｐＨ） （ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）

水道1級 6.5以上 7.5ｍｇ/ｌ 50ＭＰＮ/

自然環境保全 8.5以下 以上 100ｍｌ以下

水道2級 6.5以上 7.5ｍｇ/ｌ 1000ＭＰＮ/ 利根川・粕川

水産1級 8.5以下 以上 100ｍｌ以下 早川上流

水道3級 6.5以上 5ｍｇ/ｌ 5000ＭＰＮ/ 広瀬川

水産2級 8.5以下 以上 100ｍｌ以下 早川下流

水道3級 6.5以上 5ｍｇ/ｌ

工業用水1級 8.5以下 以上

6.0以上 100ｍｇ/ｌ 2ｍｇ/ｌ

8.5以下 以下 以上

工業用水3級 6.0以上 ゴミ等の浮遊が 2ｍｇ/ｌ

環境保全 8.5以下 認められないこと 以上

Ｄ 工業用水2級 8ｍｇ/ｌ以下

Ｅ 10ｍｇ/ｌ以下

Ｂ 3ｍｇ/ｌ以下 25ｍｇ/ｌ以下

Ｃ 5ｍｇ/ｌ以下 50ｍｇ/ｌ以下

ＡＡ 1ｍｇ/ｌ以下 25ｍｇ/ｌ以下

Ａ 2ｍｇ/ｌ以下 25ｍｇ/ｌ以下

類
型

項

目
利用目的

基準値

該当水域浮遊物質量 溶存酸素量
大腸菌群数

の適応性

全亜鉛 ノニルフェノール ＬＡＳ

生物Ａ

イワナ、サケマス等比較
的低温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が
生息する水域

0.03ｍｇ/l以下 0.001ｍｇ/l以下 0.03ｍｇ/l以下 利根川上流

生物特Ａ

生物Ａの水域のうち、生
物Ａの欄に掲げる水生生
物の産卵場（繁殖場）又
は幼稚仔の生息場として
特に保全が必要な水域

0.03ｍｇ/l以下 0.0006ｍｇ/l以下 0.02ｍｇ/l以下

生物Ｂ

コイ、フナ等比較的高温
域を好む水生生物及びこ
れらの餌生物が生息する
水域

0.03ｍｇ/l以下 0.002ｍｇ/l以下 0.05ｍｇ/l以下

利根川下流
早川
広瀬川
粕川

生物特Ｂ

生物Ａ又は生物Ｂの水域
のうち、生物Ｂの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁
殖場）又は幼稚仔の生育
場として特に保全が必要
な水域

0.03ｍｇ/l以下 0.002ｍｇ/l以下 0.04ｍｇ/l以下

　　　項目
類型

水生生物の生息状況の
適応性

基準値
該当水域
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３ 河川・沼の水質 

  
 最近における主要河川の水質環境は、排水規制の強化等を反映し、相対的には

改善の傾向を示してきていますが、河川によっては、まだ望ましい水質環境に達

していない地点も残されています。 

 本市では主要河川の水質汚濁状況を把握するため、水質汚濁防止法第１６条

第１項の規定に基づく群馬県公共用水域水質測定計画により５河川１８地点に

て公共河川水質測定を実施しています。 

河川全体として大腸菌群数が環境基準を大きく超過しており、その要因とし

ては家畜排泄物や家庭からの生活排水が大きく影響していると思われます。ま

た、水の有機物汚染の指標となる BOD の環境基準点（環境基準の達成状況を把

握するための地点）での数値は、保泉橋（粕川）で基準値を超過していました。 

 

（1） 粕 川 
 伊勢崎市内を流れる粕川（生活環境項目 A 類型、水生生物の保全に係る水質

環境基準生物 B 類型）について、下木戸橋、五目牛橋、華蔵寺橋、殖蓮橋、保

泉橋、粕川橋の 6 地点にて採水しています。 

測定回数は保泉橋のみ毎月１回実施しており、その他の橋では年４回（５

月、８月、１１月、翌年の２月）実施しています。結果は次の表に示しまし

た。 

 
表３-4 令和元年度 粕川 測定結果（下木戸橋、五目牛橋） 

 
 

 
 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 0.08 0.63 0.26 0.13 0.49 1.7 2.1 0.61

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1100 330 250 350 1500 520 240 1100

ｐＨ 6.5-8.5 8.2 7.8 7.9 7.8 8.0 7.7 8.0 7.7

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 8.4 7.6 9.5 11.3 9.2 7.6 9.8 11.1

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦2 1.8 0.5 0.7 4.1 1.7 0.8 1.1 2.7

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 1 10 4 2 11 11 3 5

≦1000 4600 27000 3300 79000 33000 46000 7000 1700

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.007 0.008 0.007 0.004 0.007 0.010 0.007 0.005

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.0093 0.0032 0.0081 0.031 0.011 0.0033 0.0094 0.016

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

健
康
項
目

特
殊
項
目

粕川　下木戸橋 粕川　五目牛橋

 

環境基準値を超過したもの 
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表３-５ 令和元年度 粕川 測定結果（華蔵寺橋、殖蓮橋） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 0.59 2.8 3.1 0.81 2.1 3.1 4.4 2.4

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1700 560 400 1300 1400 1100 480 1000

ｐＨ 6.5-8.5 7.8 7.9 8.0 7.7 7.3 8.0 7.9 7.8

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 8.8 7.7 9.9 11.3 9.2 8.1 10.4 11.1

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦2 1.7 0.8 1.1 2.5 1.8 1.1 1.2 3.6

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 8 10 4 6 10 17 5 6

≦1000 170000 49000 7900 13000 70000 220000 4900 7900

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.015 0.047 0.010 0.058 0.043 0.021 0.024 0.050

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.012 0.0036 0.014 0.039 0.019 0.0057 0.014 0.054

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 0.08 <0.02 0.03 <0.02 0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

粕川　華蔵寺橋 粕川　殖蓮橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

図３-１ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（下木戸橋、五目牛橋） 

環境基準値を超過したもの 
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表３-６ 令和元年度 粕川測定結果（粕川橋） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 2.6 3.9 5.3 3.0

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 2100 2400 550 1000

ｐＨ 6.5-8.5 7.6 7.9 7.9 7.8

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 9.6 7.9 10.8 10.8

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦2 1.9 1.3 1.3 4.9

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 13 8 10 8

≦1000 240000 700000 7900 3300

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.040 0.005 0.078 0.068

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.016 0.011 0.011 0.092

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

粕川　粕川橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

図３-２ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（華蔵寺橋、殖蓮橋、粕川橋） 



24 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 4月 5月 6月 7月 8月 9月

流量 ｍ
3
/s - 1.7 2.2 3.5 3.9 3.9 4.7

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 42 >50 >50

ｐＨ 6.5-8.5 7.3 7.5 7.8 7.6 7.4 7.8

DO （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 10.5 9.4 8.7 8.3 7.7 7.7

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦2 2.5 2.8 2.6 1.6 1.4 1.5

COD  （ｍｇ／ｌ） - 6.1 6.3 6.0 4.8 5.6 4.0

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 6 14 22 24 20 6

≦1000 4900 - 240000 - 490000 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 5.8 - 4.0 - 3.3 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.63 - 0.50 - 0.32 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.031 - 0.010 - 0.0057 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.044 0.048 0.028 0.007 0.006 0.013

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - - - - 不検出 -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0002 -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - - - - <0.0004 -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.002 -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - - - - <0.002 -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - - - - <0.0005 -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0005 -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - - - - <0.0003 -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.001 -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.002 -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 0.09 - 0.07 - 0.05 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 4.1 - 3.0 - 3.1 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.11 - 0.11 - 0.11 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 0.06 - <0.02 - <0.02 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - - - - <0.005 -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.0006 -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.01 -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.02 -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.24 - 0.10 - 0.09 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 42 - 270 - 290 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 36 - 24 - 18 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - 0.03 - 0.02 - <0.02 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 1100 - 2000 - 2300 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

≦10

特

殊

項

目

そ
の
他

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数　（MPN／100ml）

粕川　保泉橋

健
康
項
目

表３-７ 令和元年度 粕川 測定結果（保泉橋 1） 

環境基準値を超過したもの 
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大腸菌群数（MPN／100ml）

採水月 - 10月 11月 12月 1月 2月 3月

流量 ｍ
3
/s - 2.8 4.5 1.8 1.9 2.5 1.1

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 40 >50

ｐＨ 6.5-8.5 8.1 8.0 8.3 7.9 7.8 7.7

DO （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 9.8 10.7 12.3 11.6 11.2 10.6

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦2 1.8 1.3 2.1 3.5 6.5 3.4

COD  （ｍｇ／ｌ） - 4.4 4.0 4.4 5.7 8.0 5.0

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 11 8 6 10 9 16

≦1000 110000 - 3300 - 13000 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 3.9 - 8.3 - 7.8 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.35 - 0.37 - 0.63 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.019 - 0.0039 - 0.055 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.006 0.085 0.018 0.029 0.027 0.12

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出  不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - 不検出 - - - -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0002 - - - -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - <0.0004 - - - -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.002 - - - -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - <0.002 - - - -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - <0.0005 - - - -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0005 - - - -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - <0.0003 - - - -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.001 - - - -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.002 - - - -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 0.04 - 0.16 - 0.13 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 3.7 - 7.9 - 6.5 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.13 - 0.07 - 0.05 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 <0.02 - 0.02 - 0.04 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - <0.005 - - - -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.01 - - - -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.02 - - - -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.06 - 0.10 - 0.11 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 350 - 420 - 390 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 24 - 39 - 31 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - 0.02 - <0.02 - 0.03 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 1200 - 1600 - 1300 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

≦10

特

殊

項

目

そ
の
他

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数　（MPN／100ml）

粕川　保泉橋

健
康
項
目

表３-８ 令和元年度 粕川 測定結果（保泉橋 2） 

環境基準値を超過したもの 
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（２） 広 瀬 川 
 伊勢崎市内を流れる広瀬川（生活環境項目 B 類型、水生生物の保全に係る水

質環境基準生物 B 類型）について、栄橋と昭和橋、中島橋の 3 地点にて採水

をし、分析を行っています。 

 測定回数は、中島橋のみ毎月１回実施し、その他の橋では年４回（５月、８

月、１１月、翌年の２月）実施しています。 

結果は次の表に示しました。 
 

表３-９ 令和元年度 広瀬川 測定結果（栄橋、昭和橋） 

 
   

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 5.8 13.8 10.5 4.2 8.6 15.4 14.8 4.9

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1400 1400 390 430 1300 1100 2200 1200

ｐＨ 6.5-8.5 7.5 7.8 7.8 7.7 7.3 7.8 7.8 7.5

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧5 9.3 8.5 10.6 11.6 9.0 8.5 11.5 11.5

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦3 1.8 0.8 1.1 2.3 1.8 0.6 1.2 2.3

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 8 9 5 4 12 10 9 5

≦5000 94000 130000 4900 1400 49000 33000 49000 4900

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.007 0.010 0.009 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.010 0.0016 0.0039 0.019 0.0099 0.0015 0.0090 0.024

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

健
康
項
目

特
殊
項
目

広瀬川　栄橋 広瀬川　昭和橋

図３-３  環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（保泉橋） 

環境基準値を超過したもの 
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図３-４ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（栄橋、昭和橋） 
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環境基準

採水月 - 4月 5月 6月 7月 8月 9月

流量 ｍ
3
/s - 5.4 9.1 19.6 25.2 19.7 24.4

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50

ｐＨ 6.5-8.5 7.3 7.3 7.5 7.3 8.0 7.7

DO （ｍｇ／ｌ） ≧5 10.4 9.2 8.7 8.3 8.1 7.9

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦3 3.3 3.3 1.8 1.5 0.7 1.0

COD  （ｍｇ／ｌ） - 5.6 5.6 4.0 4.6 3.4 2.9

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 11 17 12 13 13 6

≦5000 49000 - 7900 - 49000 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 4.2 - 2.2 - 2.3 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.45 - 0.23 - 0.13 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.019 - 0.0055 - 0.0013 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.016 - 0.012 - 0.009 -

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - - - - 不検出 -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0002 -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - - - - <0.0004 -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.1 - - - - <0.002 -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - - - - <0.002 -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - - - - <0.0005 -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0005 -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - - - - <0.0003 -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.001 -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.002 -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 0.10 - 0.04 - 0.03 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 3.0 - 1.7 - 2.5 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.11 - 0.11 - 0.12 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 0.06 - <0.02 - <0.02 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - - - - <0.005 -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.0006 -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.005 -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.01 -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.02 -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.48 - 0.06 - 0.04 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 69 - 180 - 230 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 26 - 16 - 14 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - 0.02 - 0.02 - <0.02 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 1200 - 1400 - 1900 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.06 -

特

殊

項

目

そ
の
他

大腸菌群数　（MPN／100ml）

健
康
項
目

≦10

広瀬川　中島橋

生
活
環
境
項
目

環境基準値を超過したもの 

表３-１０ 令和元年度 広瀬川 測定結果（中島橋 1） 
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環境基準

採水月 - 10月 11月 12月 1月 2月 3月

流量 ｍ
3
/s - 11.2 14.9 12.9 6.3 7.7 2.9

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50

ｐＨ 6.5-8.5 7.9 7.9 8.1 7.7 7.7 7.5

DO （ｍｇ／ｌ） ≧5 9.5 10.5 12.3 11.3 11.1 10.1

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦3 1.6 0.9 2.0 2.9 2.3 4.8

COD  （ｍｇ／ｌ） - 4.5 3.3 3.8 5.6 5.1 5.9

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 10 7 1 7 7 10

≦5000 17000 - 7900 - 7900 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 4.8 - 7.1 - 6.5 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.23 - 0.28 - 0.45 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.0091 - 0.0015 - 0.035 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.007 - 0.012 - 0.020 -

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出  不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - 不検出 - - - -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0002 - - - -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - <0.0004 - - - -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.1 - <0.002 - - - -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - <0.002 - - - -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - <0.0005 - - - -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0005 - - - -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - <0.0003 - - - -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.001 - - - -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.002 - - - -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 0.06 - 0.15 - 0.18 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 3.5 - 5.5 - 5.8 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.12 - 0.08 - 0.06 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 <0.02 - 0.03 - 0.05 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - <0.005 - - - -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - <0.005 - - - -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.01 - - - -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.02 - - - -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.11 - 0.06 - 0.10 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 300 - 370 - 350 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 21 - 28 - 28 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - 0.02 - <0.02 - 0.02 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 1200 - 1400 - 440 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - <0.06 - - - -

特

殊

項

目

そ
の
他

大腸菌群数　（MPN／100ml）

健
康
項
目

≦10

広瀬川　中島橋

生
活
環
境
項
目

表３-１１ 令和元年度 広瀬川 測定結果（中島橋２） 

環境基準値を超過したもの 
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（３） 早川 上流 

伊勢崎市内を流れる早川上流（生活環境項目 A 類型、水生生物の保全に係る

水質環境基準生物 B 類型）について、香林橋と早川橋、天神橋の 3 地点にて採

水をし、分析を行いました。 

測定回数は、早川橋のみ毎月１回実施し、その他の橋では年４回（５月、８月、

１１月、翌年の２月）実施しています。 

結果は次の表に示しました。 
 

表３-1２ 令和元年度 早川上流 測定結果（香林橋、天神橋） 

 
 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 0.60 0.22 1.0 0.25 1.5 0.68 1.1 0.41

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1400 1300 270 1000 1300 1000 1300 4400

ｐＨ 6.5-8.5 7.2 8.5 7.8 7.6 7.0 7.7 7.8 7.6

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 9.8 8.1 10.3 12.2 9.7 8.3 10.3 12.5

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦2 2.4 0.7 1.0 2.0 1.7 0.5 0.7 2.5

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 16 4 5 3 18 4 4 4

≦1000 130000 180000 33000 7000 330000 49000 790000 490000

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.011 0.011 0.007 0.003 0.010 0.011 0.007 0.003

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.015 0.0072 0.015 0.026 0.011 0.0008 0.0051 0.014

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

健
康
項
目

特
殊
項
目

早川（上流）　香林橋 早川（上流）　天神橋

環境基準値を超過したもの 

図３-５ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（中島橋） 
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図３-６ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（香林橋、天神橋） 
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表３-1３ 令和元年度 早川上流 測定結果（早川橋 1） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 4月 5月 6月 7月 8月 9月

流量 ｍ
3
/s - 0.97 1.5 2.3 2.5 0.66 1.7

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50

ｐＨ 6.5-8.5 7.2 7.1 7.2 7.3 7.8 7.6

DO （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 11.0 9.7 10.3 9.0 8.7 10.7

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦2 2.5 1.4 0.8 1.0 0.6 0.7

COD （ｍｇ／ｌ） - 3.7 3.3 2.4 3.1 2.2 2.9

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 12 17 11 11 4 8

≦1000 4900 - 4900 - 49000 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 1.6 - 1.0 - 1.5 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.086 - 0.055 - 0.021 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.023 - 0.0032 - 0.0009 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.007 - 0.006 - 0.011 -

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - - - - 不検出 -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0002 -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - - - - <0.0004 -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.1 - - - - <0.002 -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - - - - <0.002 -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - - - - <0.0005 -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.0005 -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - - - - <0.0005 -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - - - - <0.0006 -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - - - - <0.0003 -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - - - - <0.002 -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.001 -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - - - - <0.002 -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 0.02 - <0.01 - <0.01 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 1.1 - 0.8 - 1.5 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.08 - 0.10 - 0.12 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 0.05 - <0.02 - <0.02 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - - - - <0.005 -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.0006 -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.01 -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - - - - <0.02 -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.01 - 0.02 - 0.01 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 45 - 110 - 150 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 9.1 - 7.9 - 9.3 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - 0.03 - <0.02 - 0.03 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 510 - 360 - 1200 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

そ
の
他

健
康
項
目

≦10

特

殊

項

目

早川上流　早川橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数　（MPN／100ml）

環境基準値を超過したもの 
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表３-1４ 令和元年度 早川上流 測定結果（早川橋２） 

 
 

 

 

環境基準

採水月 - 10月 11月 12月 1月 2月 3月

流量 ｍ
3
/s - 1.9 1.1 0.33 0.11 0.37 0.33

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50

ｐＨ 6.5-8.5 7.6 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7

DO （ｍｇ／ｌ） ≧7.5 9.6 10.3 11.3 12.3 12.5 12.1

BOD （ｍｇ／ｌ） ≦2 0.6 0.7 1.2 1.7 1.6 2.2

COD （ｍｇ／ｌ） - 2.5 2.4 2.3 3.2 2.9 4.9

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 7 4 <1 1 3 12

≦1000 24000 - 790 - 7900 -

全窒素 （ｍｇ／ｌ） - 1.3 - 7.0 - 2.8 -

全燐 （ｍｇ／ｌ） - 0.04 - 0.095 - 0.060 -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.0064 - 0.0031 - 0.017 -

ノニルフェノール　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 <0.00006 - <0.00006 - <0.00006 -

全亜鉛　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.005 - 0.005 - 0.004 -

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン （ｍｇ／ｌ） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 （ｍｇ／ｌ） ≦0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ＰＣＢ （ｍｇ／ｌ） 不検出 - 不検出 - - - -

ジクロロメタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

四塩化炭素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0002 - - - -

1,2-ジクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.004 - <0.0004 - - - -

1,1-ジクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.1 - <0.002 - - - -

ｼｽ‐1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （ｍｇ／ｌ） ≦0.04 - <0.002 - - - -

1,1,1-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦1 - <0.0005 - - - -

1,1,2-トリクロロエタン （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

トリクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

テトラクロロエチレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.0005 - - - -

1,3-ジクロロプロペン （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.0005 - - - -

チウラム （ｍｇ／ｌ） ≦0.006 - <0.0006 - - - -

シマジン （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 - <0.0003 - - - -

チオベンカルブ （ｍｇ／ｌ） ≦0.02 - <0.002 - - - -

ベンゼン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.001 - - - -

セレン （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 - <0.002 - - - -

亜硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） <0.01 - 0.06 - 0.02 -

硝酸性窒素 （ｍｇ／ｌ） 1.3 - 6.9 - 2.9 -

ふっ素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.8 0.12 - 0.04 - 0.03 -

ほう素 （ｍｇ／ｌ） ≦1 <0.02 - <0.02 - 0.03 -

1,4-ジオキサン （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 - <0.005 - - - -

ＥＰＮ （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

フェノール類 （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

銅含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.01 - - - -

クロム含有量 （ｍｇ／ｌ） - - <0.02 - - - -

アンモニア性窒素 （ｍｇ／ｌ） - 0.01 - 0.04 - <0.01 -

電気伝導度 （μS/ｃｍ） - 160 - 210 - 150 -

塩化物イオン （ｍｇ／ｌ） - 11 - 12 - 8.7 -

陰イオン界面活性剤 （ｍｇ／ｌ） - <0.02 - <0.02 - <0.02 -

大腸菌数 ＣＦＵ/100ml - 340 - 420 - 1500 -

ホルムアルデヒド （ｍｇ／ｌ） - - - - - - -

そ
の
他

健
康
項
目

特

殊

項

目

早川上流　早川橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数　（MPN／100ml）

≦10

環境基準値を超過したもの 
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（４） 早川 下流 
伊勢崎市内を流れる早川下流（生活環境項目 B 類型、水生生物の保全に係る

水質環境基準生物 B 類型）について、小泉稲荷橋、銀杏橋、早川大橋、薬師橋

の４地点にて採水をし、分析を行いました。 
測定回数は年 4 回（5 月、8 月、11 月、翌年の 2 月）実施しています。 

結果は次の表に示しました。 

 
 

表３-1５ 令和元年度 早川下流 測定結果（小泉稲荷橋、銀杏橋） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 1.8 0.76 1.2 0.43 2.0 1.9 1.8 0.77

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 560 1000 2500 6200 2100 3100 5400 28000

ｐＨ 6.5-8.5 6.9 7.6 7.8 7.5 6.9 7.5 7.8 7.4

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧5 9.5 8.2 10.1 11.6 9.4 8.2 10.2 11.0

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦3 1.6 0.6 0.7 22 1.9 0.9 5.0 20

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 17 4 4 4 19 11 2 8

≦5000 330000 49000 790000 790000 490000 70000 1300000 490000

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.006 0.010 0.008 0.010 0.009 0.012 0.009 0.010

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.0066 0.0008 0.0024 0.018 0.0099 0.0043 0.013 0.073

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

早川（下流）　銀杏橋

生
活
環
境
項

目

大腸菌群数（MPN／100ml）

早川（下流）　小泉稲荷橋

 

図３-７ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化（早川橋） 

 

環境基準値を超過したもの 
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表３-1６ 令和元年度 早川下流 測定結果（早川大橋、薬師橋） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 2.1 2.0 2.3 0.79 2.1 2.7 3.2 1.1

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1700 1800 5200 1100 1700 1700 6400 1300

ｐＨ 6.5-8.5 7.0 7.6 7.9 7.5 7.1 7.9 7.8 7.5

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） ≧5 9.4 8.1 10.8 10.7 9.1 8.5 10.2 9.5

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） ≦3 2.8 0.9 5.2 15 2.9 1.1 3.8 6.4

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） ≦25 15 4 4 4 19 11 3 5

≦5000 1700000 220000 330000 17000 4900000 130000 1300000 13000

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.03 0.014 0.011 0.006 0.015 0.019 0.009 0.009 0.020

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） ≦0.002 - <0.00006 - - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 0.010 0.0035 0.010 0.070 0.010 0.0038 0.011 0.082

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

早川（下流）　早川大橋 早川（下流）　薬師橋

環境基準値を超過したもの 

図３-８ 環境基準達成状況 BOD75%値の経年変化 

（小泉稲荷橋、銀杏橋、早川大橋、薬師橋） 
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（５） 蛇 川 

  伊勢崎市内を流れる蛇川について新開橋にて、採水をし、分析を行っていま

す。測定回数は年 4 回（5 月、8 月、11 月、翌年の 2 月）実施しています。 

  測定結果を次の表に示しました。 
 

表３-1７ 令和元年度 蛇川 測定結果（新開橋） 

 
※蛇川については、生活環境項目に関して環境基準の適用はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s -

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 1100 1400 1800 1300

ｐＨ - 7.5 7.7 7.8 7.8

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） - 10.0 9.0 8.9 8.4

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） - 2.1 0.8 0.6 1.0

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） - 19 4 1 3

- 46000 33000 3300 700

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） - 0.097 0.056 0.10 0.19

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） - 0.018 0.0021 0.0080 0.063

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

蛇川　新開橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）
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（６） 韮  川 

 伊勢崎市内を流れる韮川について、島北橋にて採水をし、分析を行っていま

す。測定回数は年４回（５月、８月、１１月、翌年の２月）実施をしていま

す。 

水質測定結果を次の表に示しました。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準

採水月 - 5月 8月 11月 2月

流量 ｍ
3
/s - 0.47 1.7 0.92 0.97

透視度 ｃｍ - >50 >50 >50 >50

大腸菌数（CFU/100ml) - 410 2400 290 1700

ｐＨ - 7.7 7.9 7.9 7.5

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） - 9.9 8.9 10.2 8.7

ＢＯＤ （ｍｇ／ｌ） - 3.1 1.7 2.0 7.8

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） - 11 12 4 5

- 79000 920000 33000 14000

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） - 0.010 0.011 0.011 0.014

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） - - <0.00006 - -

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） - 0.010 0.0078 0.0097 0.17

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

健
康
項
目

特
殊
項
目

韮川　島北橋

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

表３-1８ 令和元年度 韮川 測定結果（島北橋） 

※韮川については、生活環境項目の環境基準の適用はありません。 
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（７） 沼の水質 

伊勢崎市内の波志江沼（上沼、下沼）、華蔵寺沼、伊与久沼について採水を

し、分析を行っています。測定回数は年２回（５月、８月）実施しています。 

  測定結果を次の表に示しました。 
 

表３-1９ 令和元年度 波志江沼（上沼、下沼）測定結果 

 
 

表３-２０ 令和元年度 華蔵寺沼、伊与久沼 測定結果 

 
 
 
 
 
 

環境基準

採水月 - 5月 8月 5月 8月

透視度 ｃｍ - 34 38 >50 19

ｐＨ - 9.5 7.8 8.9 7.6

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） - 12.3 8.4 10.3 20.2

CＯＤ （ｍｇ／ｌ） - 11 6.8 6.7 30

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） - 11 9 1 61

- 33 610 180 <1.8

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） - 0.007 0.007 0.007 0.009

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） - <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） <0.0006 <0.0006 0.0009 <0.0006

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - 0.1 <0.1 <0.1 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

波志江沼　上沼 波志江沼　下沼

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

健
康
項
目

特
殊
項
目

環境基準

採水月 - 5月 8月 5月 8月

透視度 ｃｍ - 40 23 32 14

ｐＨ - 9.1 8.1 7.7 10.4

ＤＯ （ｍｇ／ｌ） - 10.1 14.0 6.2 10.9

CＯＤ （ｍｇ／ｌ） - 20 24 22 15

ＳＳ （ｍｇ／ｌ） - 17 55 15 35

- 23 2.0 220 1100

全亜鉛 （ｍｇ／ｌ） - 0.006 0.009 0.006 0.008

ノニルフェノール （ｍｇ／ｌ） - <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

LAS　　　　　　　　 （ｍｇ／ｌ） - 0.0010 <0.0006 0.0060 <0.0006

カドミウム （ｍｇ／ｌ） ≦0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム （ｍｇ／ｌ） ≦0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 （ｍｇ／ｌ） ≦0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

銅 （ｍｇ／ｌ） - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

溶解性鉄 （ｍｇ／ｌ） - <0.1 <0.1 0.5 <0.1

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （ｍｇ／ｌ） - <0.05 <0.05 0.09 <0.05

クロム （ｍｇ／ｌ） - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

生
活
環
境
項
目

大腸菌群数（MPN／100ml）

健
康
項
目

特
殊
項
目

華蔵寺沼 伊与久沼
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表３-２１ 生活環境項目 環境基準（湖沼） 

※湖沼や海域では汚れを測る代

表的な目安として、ＢＯＤではな

くＣＯＤが使われます。 

※市内の沼については、生活環境

項目の環境基準の適用はありま

せん。 

50ＭＰＮ/

100ｍＬ以下

1000ＭＰＮ/

100ｍＬ以下

5000ＭＰＮ/

100ｍＬ以下

２ｍｇ/ｌ以上

6.5以上8.5以下

6.5以上8.5以下

6.5以上8.5以下

6.5以上8.5以下

利用目的の適応性

化学的酸素

要求量
（COD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

7.5ｍｇ/ｌ以上

7.5ｍｇ/ｌ以上

5ｍｇ/ｌ以上

大腸菌群数
水素イオン
濃度(ｐH)

項目

類
型

ＡＡ 1ｍｇ/ｌ以下 1ｍｇ/ｌ以下

Ａ 3ｍｇ/ｌ以下 5ｍｇ/ｌ以下
水道2級、３級、水産

２級

水道1級、水産１級、

自然環境保全

工業用水２級、環
境保全

Ｂ 5ｍｇ/ｌ以下 15ｍｇ/ｌ以下

Ｃ 8ｍｇ/ｌ以下
ごみ等の浮遊がみと

められないこと

水産３級、工業用水１

級、農業用水
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４ 排水基準 

 
 公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止し、人の健康を保護するため、水質汚

濁防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例等により、特定施設を設置する

工場・事業場に対し排水濃度の基準を設けて排出水を規制しています（表 3-22、

表 3-23）。 
表３-２２ 有害物質の許容限度 

 
備考： 

１．単位はｍｇ/ｌ 

２．（※）は、業種により暫定基準の適用があります。 

３．平成 24 年 5 月 25 日より 1,4-ジオキサンが追加されました。 

４．平成 2６年１２月１日よりカドミウム及びその化合物の値が変更になりました。 

５．平成 2７年１０月２１日よりトリクロロエチレンの値が変更になりました。 

 

  

ふっ素及びその化合物 8 8 -

アンモニア、アンモニウ
ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物
100 100 -

セレン及びその化合物 0.1 0.1 -
ほう素及びその化合物 10 10 -

チオベンカルブ 0.2 0.2 -
ベンゼン 0.1 0.1 -

チウラム 0.06 0.06 -
シマジン 0.03 0.03 -

1.1.2-トリクロロエタン 0.006 0.006 -
1.3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 -

シス-1.2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 -
1.1.1-トリクロロエタン 3 3 -

1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 -
1.1-ジクロロエチレン 0.2 0.2 -

ジクロロメタン 0.2 0.2 -
四塩化炭素 0.02 0.02 -

トリクロロエチレン 0.1 0.1 -
テトラクロロエチレン 0.1 0.1 -

アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと -
ポリ塩化ビフェニル

0.003 0.003 -
（PCB)

砒素及びその化合物 0.1 0.1 -
水銀及びアルキル水銀及
びその他の水銀化合物

0.005 0.005 -

鉛及びその化合物 0.1 0.1 -
六価クロム化合物 0.5 0.5 -

シアン化合物 1 1 -

30ｍ3以上

有機燐化合物

1 1 -（パラチオン、メチルパ
ラチオン、メチルジメン

トン及びEPNに限る）

10ｍ
3
以上

30ｍ3未満
10ｍ3以上

その他の工場・事業場（排出水基準）

10ｍ3未満

カドミウム及びその化合物 0.03(※） 0.1 -

豚房施設、牛房施設
及び馬房施設以外の

特定施設

豚房施設、
牛房施設及
び馬房施設

日平均排水量 30ｍ3以上
10ｍ

3
以上

30ｍ3未満
10ｍ3以上 10ｍ3未満

10ｍ
3
以上

30ｍ3未満
10ｍ3未満 30ｍ3以上

特定事業場（排水基準）

水質特定事業場（排出水基準）
豚房施設、牛房施設
及び馬房施設以外の

特定施設

豚房施設、
牛房施設及
び馬房施設
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表３-２３ 生活環境項目の許容限度 

備考： 
１．単位はｍｇ/l（pH は単位なし、大腸菌群数は個/ｃｍ3）。（ ）は日間平均値。 

２．（※）は、業種により暫定基準の適用があります。 

３．BOD については海域及び湖沼以外の公共用水域への排出に限って適用し、COD に

ついては海域及び湖沼への排出に限って適用する。 
４．亜鉛含有量の暫定排水基準（5ｍｇ/l）については、金属鉱業、電気めっき業、下水

道業の３業種に限り、令和３年 12 月 10 日まで適用期限が延長される。 

 

- - -

25 60 80 - 25 60 - 25 60 80 -

25 60 80 - 25 60 - 25 60 80 -

50 70 120 - 50 70 - 50 70 120 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

燐含有量 16　【8】（※） 16　【8】 -

ホルムアルデヒド - 10 -

大腸菌群数 　【3,000】 【3,000】 -

窒素含有量 120　【60】（※） 120　【60】 -

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 10 10 -

クロム含有量 2 2 -

亜鉛含有量          2（※） 2 -

溶解性鉄含有量 10 10 -

フェノール類含有量 1 1 -

銅含有量 3 3 -

-

n-ヘキサン抽出物質含有
量

（動植物油脂類）

30 - 30 - -

浮遊物質量（SS）

n-ヘキサン抽出物質含有
量

（鉱油類）

5 - 5 -

水素イオン濃度（ｐH） 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量（BOD）

化学的酸素要求量（COD）

10ｍ3以上

30ｍ3未満
10ｍ3未満 30ｍ3以上

10ｍ3以上

30ｍ3未満
10ｍ3以上 10ｍ3未満日平均排水量 30ｍ3以上

10ｍ3以上

30ｍ3未満
10ｍ3以上 10ｍ3未満 30ｍ3以上

特定事業場（排水基準）

水質特定事業場
（排出水規制基準）

その他の工場・事業場（排出水基準）

豚房施設、牛房施設及び
馬房施設以外の特定施

設

豚房施設、
牛房施設及
び馬房施設

豚房施設、牛房施設及び
馬房施設以外の特定施

設

豚房施設、
牛房施設及
び馬房施設
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５ 排水基準遵守状況 
 

 水質汚濁防止法第２２条の規定に基づき、特定事業場への立ち入り検査を実施

した結果による排水基準の不適合状況を下の表に示します。 

 業種では金属製品製造業、輸送用機械器具製造業及び食料品製造業、検査項目

では BOD の不適合事業場数が多くなっています。 

 違反事業場については、指導書により改善計画書を提出させています。なお、

翌年度に再度立入検査を実施することで、改善内容を検証しています。 
 

表３-２４ 令和元年度 立入状況 

 
 

表３-２５ 令和元年度 違反業種内訳 

 
 

 

表３-2６ 令和元年度 不適合検査項目別数 

 

立 入 件 数 違 反 率

61 14.8%

違 反 事 業 場 数

9

立入事業場業種 違反件数

鉄鋼業 0

輸送用機械器具製造業 0

食料品製造業 5

金属製品製造業 3

その他の製造業 0

その他 1

計 9

超過項目 件数

pH 1

BOD 7
SS 2

大腸菌群数 1
亜鉛含有量 1

燐含有量 2

ほう素及びその化合物 1

合計 15
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６ 水質汚濁防止法等に基づく届出 
 

市内に既設又は新設した工場及び事業場の特定施設等については、水質汚濁

防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づき届出がなされています。 

以下に特定施設等届出状況を示しました。 
 

表３-2７ 特定施設等届出状況（水質汚濁防止法） 

   

                                  
（平成 31 年４月１日～令和 2 年 3 月 31 日） 

 
7 構造等に関する基準の適合状況 
 
 構造等に関する基準の適用の猶予期間が過ぎたことから、水質汚濁防止法第

２２条の規定に基づき、有害物質使用特定事業場への立ち入り検査を実施した

結果による基準の適合状況を下の表に示します。 

 
 表３-2８ 令和元年度 基準適合状況 

  

新設 増設

0 1 145

計
氏名等変

更

59

特定施設
変更

30

使用 廃止承継

63

設置

有害物質使用特定施設設置事業場数 56

　　うち有害物質貯蔵指定施設設置事業場 3
42
7

1

6

Ａ基準適合

構造基準不適合

Ｂ基準適合

不明
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8 汚水処理状況 
 

炊事や洗濯、入浴などから出る生活排水は、河川の水質汚濁の大きな要因とな

っています。これらの生活排水は、下水道、農業集落排水、浄化槽などによりき

れいにされ、河川に放流されています。河川の水質を良くするためには、これら

の汚水処理施設の計画的な整備や維持管理が重要となります。 

 

 

（1）汚水処理人口普及率 

 汚水処理人口普及率とは、下水道と類似施設（農業集落排水等）の普及人口に、

合併処理浄化槽人口を加えたものを総人口で割った値です。 

以下に伊勢崎市における汚水処理人口普及率の経年変化及び伊勢崎市内にお

ける汚水処理施設別の普及率を示しました。 

 

伊勢崎市の汚水処理人口普及率は令和元年度末で 67.34％であり、全国や群

馬県に比べ低い値になっています。また、処理施設別の割合を大きい順に挙げて

いきますと下水道、合併浄化槽、農業集落排水の順番となっています。 

 
表３-2９  汚水処理人口普及率 

 

 
表３-３０ 汚水処理施設別の普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

伊勢崎市 62.8% 63.8% 64.6% 66.02% 66.82% 67.34%

群馬県 77.5% 78.5% 79.3% 80.5% 81.3% 81.8%
全国 89.5% 89.9% 90.4% 90.9% 91.4% 91.7%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

下水道 32.06% 33.62% 33.62% 34.36% 34.34% 35.43%

農業集落排水 7.19% 5.94% 5.94% 5.91% 5.97% 5.11%
ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ ― ― ― ― ― ―
合併処理浄化槽 23.54% 24.28% 25.03% 25.65% 26.51% 26.67%
汚水処理普及率 62.78% 63.83% 64.59% 66.02% 66.82% 67.34%
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（２） 浄化槽法第１１条検査 

 浄化槽法第 11 条検査は浄化槽管理者に、毎年１回受けることが義務付けら

れている検査です。この検査は、保守点検及び清掃が正しく行われ、浄化槽が正

常に機能しているかどうかを判断するためのものです。 

以下に伊勢崎市における 11 条検査の受検率及び全国、群馬県との比較を示

しました。 

 

伊勢崎市の令和元年度の受検率は７０.７％で群馬県よりも若干低い値です。 

例年受検率は全国と比べて高い割合となっております。 

 
表３-３０ 11 条検査の受検率 

      

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

※令和元年度の全国の受検率は未発表です。 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

図３-１０ 11 条検査受検率 経年変化 

前年度末
設置数

11条検査
受検数

受検率

平成27年度 43,832 29,853 68.1%

平成28年度 43,757 30,178 69.0%

平成29年度 44,425 31,205 70.2%

平成30年度 45,046 31,645 70.3%

令和元年度 45,456 32,139 70.7%
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第４ 土壌汚染 
 

１ 土壌汚染対策法に基づく届出等 

 
平成 15 年 2 月 15 日に、土壌の汚染状況の把握や人の健康に係る被害の防

止を目的として、土壌汚染対策法が施行されました。この法律により特定有害

物質を使用等していた施設の廃止時等に、土壌の汚染状況を調査することが義

務付けられました。また、この調査の結果、指定基準（表 4-1）に適合してい

ない場合には、「土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがある

ため、汚染の除去等の措置が必要な区域（要措置区域）」または、「土壌汚染の

人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の

措置は必要ではないが、土地の形質変更時に届出が必要な区域（形質変更時要

届出区域）」として指定されます。 

平成２２年４月１日より土壌汚染対策法が一部改正され、一定の規模として

３，０００㎡以上の土地の形質の変更をする際に届出が義務付けられました。

また、自主的な調査によって土壌汚染が判明した場合等に、区域の指定の申請

をすることができるようになりました。 

平成 3０年４月１日から、一定の規模以上の土地の形質の変更の届出の際

に、法令に則った調査を事前に行った場合には、調査結果を併せて提出できる

ようになりました。 

平成３１年４月１日から、一定の規模以上の土地の形質の変更の届出対象規

模が、その土地の使用履歴によって３，０００㎡以上ではなく、９００㎡以上

の場合でも対象となりました。 

 

表４-1 指定基準（土壌の汚染状態に関する基準） 

特定有害物質の種類 
指定基準 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

クロロエチレン 第１種特定有害物質 
検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ

以下であること 

  

  

四塩化炭素  
検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ

以下であること 

1，2－ジクロロ

エタン 
  

検液１Ｌにつき０．００４ｍｇ

以下であること 

1，1－ジクロロ

エチレン 
  

検液１Ｌにつき０．１ｍｇ以下

であること 

1，2－ジクロロ

エチレン 
  

検液１Ｌにつき０．０４ｍｇ以

下であること 

1，3－ジクロロ

プロペン 
  

検液１Ｌにつき０．００２ｍｇ

以下であること 

ジクロロメタン   
検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以

下であること 

テトラクロロエチ

レン 

  

  

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

1，1，1－トリ

クロロエタン 
 

検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であ

ること 
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1，1，2－トリ

クロロエタン 
  

検液１Ｌにつき０．００６mｇ

以下であること 

 
トリクロロエチレ

ン 
 

検液１Ｌにつき０．０３ｍｇ以

下であること 

ベンゼン   
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

カドミウム及びそ

の化合物 
第２種特定有害物質 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

土壌１ｋｇにつき１５０ｍｇ以

下であること 

六価クロム化合物   
検液１Ｌにつき０．０５ｍｇ以

下であること 

土壌１ｋｇにつき２５０ｍｇ以

下であること 

シアン化合物   検液中に検出されないこと 
遊離シアンとして土壌１ｋｇに

つき５０ｍｇ以下であること 

水銀及びその化合

物 
  

検液１Ｌにつき０．０００５ｍｇ

以下であり、かつ、アルキル水銀

が検出されないこと 

土壌１ｋｇにつき１５ｍｇ以下

であること 

セレン及びその化

合物 
  

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

土壌１ｋｇにつき１５０ｍｇ以

下であること 

鉛及びその化合物   
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

土壌１ｋｇにつき１５０ｍｇ以

下であること 

砒素及びその化合

物 
  

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ以

下であること 

土壌１ｋｇにつき１５０ｍｇ以

下であること 

ふっ素及びその化

合物 
  

検液１Ｌにつき０．８ｍｇ以下

であること 

土壌１ｋｇにつき４０００ｍｇ

以下であること 

ほう素及びその化

合物 
  

検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であ

ること 

土壌１ｋｇにつき４０００ｍｇ

以下であること 

シマジン 第３種特定有害物質 
検液１Ｌにつき０．００３ｍｇ

以下であること 

  

チオベンカルブ   
検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ以

下であること 

チウラム   
検液１Ｌにつき０．００６ｍｇ

以下であること 

ＰＣＢ   検液中に検出されないこと 

有機りん化合物   検液中に検出されないこと 

 

 

 

 

 

 

令和元年度の届出等の状況を表 4-2 に示します。 
 

表４-2 土壌汚染対策法に基づく届出等の状況 

 
 

 

 

 

（平成 3１年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日）

（注）「土壌溶出量基準」は、地下水の摂取などによる健康影響の観点から定められています。  

      「土壌含有量基準」は、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められています。 

    ※ 平成２６年３月２０日に 1，1－ジクロロエチレンの溶出量基準が検液１Ｌにつき「０．０２ｍg 以下」 

であることから「０．１mg 以下」であることに見直されました。 

  ※ 平成２９年４月１日にクロロエチレンが特定有害物質に指定されました。 

  ※ 平成３１年４月１日にシス－1，2－ジクロロエチレンが改正され、1，2－ジクロロエチレンが設定されました。 
 

土壌汚染状
況調査結果

報告（第３条）

特定有害物
質の種類の
通知申請

土壌汚染状
況調査結果
報告期限延

長申請

第３条第１項
ただし書の確

認申請
承継届出

土地利用方
法変更届出

一定の規模
以上の土地
の形質の変

更届出

土壌汚染状
況調査結果

報告（第４条）

実施措置完
了報告

形質変更時
要届出区域
土地の形質
の変更届出

指定の申請 計

0 0 0 5 1 0 31 2 0 0 0 39



48 
 

第５ 騒音 
 
  騒音とは「好ましくない音」「なければよい音」とされていますが、音自体は

われわれの生活の中で欠くことのできないものです。言葉を始め、いろいろな音

による情報の伝達、音楽そのほか音を離れての生活は考えられませんが、美しい

音楽も時としては騒音となることもあります。このように騒音は受ける側の感

覚・主観が多分に作用するため、多く寄せられる苦情です。 

 

   騒音の大きさの例 

 

   １２０ ｄＢ   飛行機のエンジンの近く 

   １１０ ｄＢ   自動車の警笛（前方２メートル） 

  １００ ｄＢ      電車が通るときのガード下 

     ９０ ｄＢ   大声による独唱 

   ８０ ｄＢ   地下鉄の車内 

      ７０ ｄＢ   電話のベル・騒々しい街頭 

      ６０ ｄＢ   静かな乗用車 

   ５０ ｄＢ   静かな事務所 

      ４０ ｄＢ   市内の深夜・図書館 

      ３０ ｄＢ      郊外の深夜 

   ２０ ｄＢ   置き時計の秒針の音（前方１㍍） 

 

１ 騒音規制法 
  
（１）目的 

  ①工場や事業場における事業活動によって生じる騒音及び建設工事によっ

て発生する騒音について必要な規制を行うこと。 

  ②自動車騒音について許容限度を定めること。 

  ③上記により国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 

 

（２）定義 

  「特定施設」とは、工場又は事業場に設置されている施設のうち、著しい騒

音を発生する施設として政令で定めるものをいう。 

  「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を

発生する作業であって政令で定めるものをいう。 

  「特定工場等」とは、特定施設を設置している工場又は事業場をいう。 

 

（３）届出義務 

  指定地域内において特定施設の設置等を行う場合は３０日前までに市長に

届け出なければならない。 

  指定地域内において特定建設作業を行う場合は７日前までに市長に届け出

なければならない。 
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（４）罰則 

  特定工場等が規制基準に適合せず周辺の生活環境を損なっている場合、市

長は期限を定めて改善勧告、改善命令を行う。 

  改善命令に従わない場合、罰則が適用される。 

 

２ 環境基準 
 

（１）環境基準 

 生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで望ましい基準として環境

基準が定められています。 

① 地域の類型 
表 5-1 地域別類型 

地域の類型 指定地域

A

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号の規定に
より定められた用途地域（以下「用途地域」という。）のうち第一種
低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域及び第二種中高層住居専用地域並びに用途地域の定めのない地域
にあっては、騒音規制法（昭和43年法律第98号）第３条第１項の規
定による指定地域（以下「指定地域」という。）のうち第１種区域に
指定された地域

B
用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並び
に用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第２種区域
に指定された地域

C
用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び
工業専用地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域
のうち第３種区域及び第４種区域に指定された地域

 
AA：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要す

る地域 

Ａ ：専ら住居の用に供される地域 

Ｂ ：主として住居の用に供される地域 

Ｃ ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

② 一般地域 

 
表 5-2 環境基準（道路に面する地域以外の地域） 

 
地 域 の 

類  型 

基  準  値 

 

昼間（６～２２時） 夜間（２２～６時） 

ＡＡ ５０ｄB 以下 ４０ｄB 以下 

Ａ及びＢ ５５ｄB 以下 ４５ｄB 以下 

Ｃ ６０ｄB 以下 ５０ｄB 以下 
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③ 道路に面する地域 
表 5-3 環境基準（道路に面する地域） 

 
地 域 の 区 分 

基    準    値  
昼   間 夜   間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
６０ｄB 以下 ５５ｄB 以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する

道路に面する地域及びＣ地域のうち車線

を有する道路に面する地域 

６５ｄB 以下 ６０ｄB 以下 

注 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を

有する帯状の車道部分をいう。 

 

  この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、前表にか

かわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 １）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車道、国道、県道及び４車線以上

の市町村道をいう。 

 ２）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは次の車線数の区分に応じ道路

端からの距離により、その範囲を特定する。 

  ①２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  １５メートル 

  ②２車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル 
 

表 5-4 環境基準（幹線交通を担う道路に隣接する空間） 

 基   準   値  

昼    間 夜    間 

７０ｄB 以下 ６５ｄB 以下 

備 考  

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれている

と認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜

間にあっては４０デシベル以下）によることができる。 

 
（２）達成期間の設定 

① 一般地域（道路に面する地域以外の地域） 

    環境基準の施行後直ちに達成され、または維持されるよう努める。 

② 道路に面する地域 

   既設の道路に面する地域については、環境基準の施行後１０年以内を目

途として達成され、または維持されるよう努める。ただし、幹線交通を担

う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成が著しく困難な

地域については、１０年を越える期間で可及的速やかに達成されるよう努

める。 

    道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画され

た道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては

上記にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよう

努める。 
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３ 環境騒音測定 
騒音規制法第２１条の２の規定に基づき騒音に係る環境基準の適合状況を把握

するため、市内１１地点（一般地域３地点、道路に面する地域８地点）で測定調査を

行いました。

地点数 比率（%） 地点数 比率（%） 地点数 比率（%）

A類型 1 1 100% 1 100% 1 100%

B類型 1 1 100% 1 100% 1 100%

C類型 1 1 100% 1 100% 1 100%

3 3 100% 3 100% 3 100%

A類型 0 - - - - - -

B類型 7 7 100% 7 100% 7 100%

C類型 1 1 100% 0 0% 0 0%

8 8 100% 7 88% 7 88%

11 11 100% 10 91% 10 91%

環境基準値 測定値 環境基準値 測定値

1 境支所
R2.1.16～

R2.1.17
B 55 48 45 41

2 竜宮浄水場 R2.2.3～R2.2.4 C 60 48 50 44

3 林公園
R2.1.16～

R2.1.17
A 55 46 45 39

環境基準値 測定値 環境基準値 測定値

1 一般国道３５４号
R2.2.27～

R2.2.28
B 70 65 65 60

2 一般国道３５４号
R2.1.15～

R2.1.16
B 70 59 65 55

3 一般国道３５４号
R2.1.15～

R2.1.16
B 70 66 65 62

4 一般国道３５４号
R2.1.15～

R2.1.16
B 70 64 65 60

5 一般国道４６２号
R2.1.16～

R2.1.17
C 70 69 65 67

6 一般国道４６２号
R2.1.16～

R2.1.17
B 70 68 65 62

7 一般国道４６２号 R2.2.3～R2.2.4 B 70 62 65 54

8 主要地方道伊勢崎深谷線
R2.1.16～

R2.1.17
B 70 66 65 59

地域の
類型

 　　　　　　　表5-7　地点別騒音測定結果(道路に面する地域)　　単位：ｄB

境637

宮子町2278

馬見塚町3276-1

測定地点

測定地点住所

測定日

道路に面する地域

表5-5　環境基準達成状況

区分 地域の類型 測定地点数

昼（6時～22時） 夜（22時～6時） 全時間帯での
環境基準達成

環境基準の達成

昼（6時～22時） 夜（22時～6時）

道路に面する地域計

環境基準の達成

一般地域

一般地域

一般地域

一般地域計

道路に面する地域

道路に面する地域

No. 路線名 測定日 区域の類型

計

 　　　　　　　表5-6　地点別騒音測定結果（一般地域）   　         単位：ｄB

No. 測定地点 住　　　　　所

昼（6時～22時） 夜（22時～6時）

東本町106-11地先

鹿島町547地先

基準値を超過したもの

本関町82-2地先

田中町1059-1地先

山王町1071地先

境保泉1603-4付近

境上矢島36付近

茂呂町二丁目2838-1地先

 
 

令和元年度の環境騒音測定における測定結果は、一般地域においては環境基準の超過

はありませんでした。道路に面する地域においては、一般国道４６２号（東本町地先）

において夜間に基準超過となりました。 
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４ 自動車騒音の常時監視 
 

 騒音規制法第１８条第１項の規定に基づき、市内における主要幹線道路を対象

とし、環境騒音測定の「道路に面する地域」の測定結果をもとに自動車騒音の常

時監視を実施しました。 

なお、評価における推計方法等は、環境省より示されている「騒音に係る環境

基準の評価マニュアル」及び「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の

状況の常時監視に係る事務の処理基準について」に基づいて行ったものです。 

戸数
（戸）

率（%）
戸数

（戸）
率（%）

戸数
（戸）

率（%）
戸数

（戸）
率（%）

1 一般国道３５４号 24070 1.0 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

2 一般国道３５４号
24080
24090

4.8 726 726 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

3 一般国道３５４号 24110 3.0 40 40 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

4 一般国道３５４号
24120
24130

2.7 153 152 99.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7%

5 一般国道４６２号 29080 0.9 142 139 97.9% 2 1.4% 0 0.0% 1 0.7%

6 一般国道４６２号 29090 2.0 351 349 99.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6%

7 一般国道４６２号 29100 2.1 94 94 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

8
主要地方道伊勢崎深谷
線

40750 1.6 225 225 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

昼間・夜間と
も基準値以下

昼間のみ
基準値以下

表5-8　道路に面する地域における自動車騒音の面的評価

No.

夜間のみ
基準値以下

昼間・夜間と
も基準値超過

路線名

評価区間

道路交通センサス
区間延長
（km）

評価区
間内住
居等戸

数
（戸）

＊面的評価は、幹線交通を担う道路の道路端から５０ｍの範囲で、近接空間（２車線以下  

の道路 道路端から１５ｍ、２車線を超える道路 道路端から２０ｍ）及び非近接空間

（近接空間以外の場所）を対象範囲とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

５ 指定地域及び規制基準 
   

騒音規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づいた、特定工場等におい

て発生する騒音、特定建設作業において発生する騒音の指定地域及び規制基準

は、次の表のとおりです。 
 

表 5-9 騒音規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定工場等の 

指定地域 

騒音規制区域の区分

第１種区域

第２種区域

第３種区域

６　西久保町二丁目のうち９９番地２から３１８番地まで、３６９番地１から４０１番地２１まで、１４０２番地か
ら１４７０番地まで及び１５３１番地から１５３５番地までの区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち工業地域及び工業専用地域の区域

２　日乃出町のうち市道（伊）５－４３７号線、同４３５号線、同４３１号線、同１６１号線、同２０４号線、（境）
１－１号線、同１－２及び粕川に囲まれた区域

３　柴町、阿弥大寺町及び東上之宮町のうち市道（伊）６－５２号線、同４９号線、同６２号線、同７７号
線、同４２９号線、同４２６号線及び一般県道駒形柴町線に囲まれた区域

４　境支所が所管する区域の用途地域のうち第一種住居地域及び第二種住居地域の区域

５　西久保町一丁目のうち２番地から甲７７番地３まで、９９番地１から１０９番地３まで、３８３番地から４０
１番地１７まで及び１３６７番地から１３７９番地までの区域

第４種区域

８　赤堀鹿島町のうち１４５５番地から１４７９番地まで及び１４８３番地から１５５１番地までの区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域（第４種
区域を除く）

２　波志江町のうち市道（伊）１－５２５号線、同１－１６５号線、同１－５５０号線及び同２１９号線に囲まれ
た区域

１４　香林工業団地の区域

１５　赤堀鹿島工業団地の区域

１６　多田山産業団地の区域

区　域　名

境支所が所管する区域の用途地域のうち第一種低層住居専用地域の区域

７　曲沢町のうち２番地１から６４番地５まで、１６１番地１から２０５番地４まで及び７４９番地１から８０６番
地６１までの区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第
一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住
居地域及び用途地域を除く区域（第１種区域、第３種区域及び第４種区域を除く）

２　赤堀都市計画区域のうち第3種区域を除く区域

３　東都市計画区域のうち第3種区域を除く区域

１７　東都市計画区域のうち主要地方道桐生伊勢崎線及び一般国道１７号上武道路の両側１００メート
ルの範囲の区域

１８　三室町のうち５６６０番地から５７７９番地まで、５７９７番地から５９３９番地まで及び６２００番地から６
２３２番地までの区域

注　この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地
域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業
地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第
１項第１号の規定により定められた用途地域を、市街化調整区域とは同法第７条の規定により定められ
た区域を、境支所が所管する区域とは伊勢崎市役所支所設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１６号）
により定められた区域をいう。

９　香林町一丁目のうち１７００番地から１７１０番地まで、１７１７番地から１７１９番地まで、１７２１番地から
１７２２番地まで、１７２４番地、１７２６番地及び１７２８番地から１７５０番地までの区域

１０　野町のうち７２４番地から７２６番地までの区域

１１　赤堀今井町二丁目のうち１７４１番地から１７４８番地までの区域

１２　市場町一丁目のうち１番地から１４０番地まで、１４５２番地から１５２６番地まで及び１５２９番地から１
５９８番地までの区域

３　北千木町のうち一般県道伊勢崎新田上江田線及び東武鉄道伊勢崎線に囲まれた一般県道伊勢
崎新田上江田線以南の区域

４　宮子町の用途地域のうち準工業地域の区域

１３　赤堀・東・笠懸工業流通団地の区域
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表 5-10 特定工場等に対する規制基準 
  時間の区分 

 

区域の区分 

昼 間 

８時～１８時 

朝  ６時～８時 

夕 １８時～２１時 

夜 間 

２１時～６時 

 

第 １ 種 区 域 ４ ５ ｄＢ ４ ０ ｄＢ ４ ０ ｄＢ 

第 ２ 種 区 域 ５ ５ ｄＢ ５ ０ ｄＢ ４ ５ ｄＢ 

第 ３ 種 区 域 ６ ５ ｄＢ ６ ０ ｄＢ ５ ０ ｄＢ 

第 ４ 種 区 域 ７ ０ ｄＢ ６ ５ ｄＢ ５ ５ ｄＢ 

    注 第１種区域を除き学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、

図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における

基準は、この表に定める値から５ｄＢを減じた値とする。 

 
表 5-11 特定建設作業に対する規制基準    

 

基準の区分

特定建設

作業の種類

第１～３種
区域

第4種区域

の一部(※)

第4種区域

のうち左記

以外の区域

第１～３種
区域

第4種区域

の一部(※)

第4種区域

のうち左記

以外の区域

災害等によ
り緊急を要

する場合及

び危険防止

のため行う
場合を除く

災害、危険
防止、鉄道

等の運行、

変電所の工

事並びに道
路法、道路

交通法に基

づき休日に

行うことと
なっている

場合を除く

注　第4種区域の一部…第4種区域のうち学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、

　　　　　　　　　　  図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型こども園の敷地の周囲概ね80mの区域内

夜間作業
一日の

作業時間

バックホウを使用

する作業

トラクターショベ

ルを使用する作業

ブルドーザーを使

用する作業

備　　　　　考

１４時間を
超えて行わ

ないこと

午後10時

から午前6

時までは行

わないこと

災害、危険防止、鉄道等

の運行並びに道路法、道

路交通法に基づき夜間行
うこととなっている場合

を除く

その作業を開始した日に

終わる場合、災害等によ

り緊急を要する場合及び
危険防止のため行う場合

を除く

作業期間
日曜日その
他の休日の

作業

くい打ち機等を使

用する作業

８５ｄB

午後７時か

ら午前７時

までは行わ

ないこと

１０時間を
超えて行わ

ないこと

連続して６

日を超えて

行わないこ

と

行わないこと

特定建設作

業の場所の
敷地境界に

おける騒音

の大きさ

びょう打機を使用

する作業

さく岩機を使用す
る作業

空気圧縮機を使用

する作業

コンクリートプラ

ントを設けて行う

作業
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6 飲食店などから発生する騒音の規制 
 

飲食店営業などから発生する騒音などを防止するため、群馬県の生活環境を

保全する条例において規制をしています。 

 地域の指定がされた場所に、深夜飲食店などを営業する場合には規制基準の

遵守義務が課せられ、深夜に飲食店を営む場合には音響機器の使用制限が課せ

られています。違反があった場合には行政処分や罰則が適用されることがあり

ます。規制基準の遵守義務がある対象営業と規制基準は、次のとおりです。 
 

表 5-12 深夜営業騒音規制 

 

対 象 営 業 

飲食店営業、 喫茶店営業、ボーリング場営業、 

ゴルフ練習場営業、 テニス練習場営業、 

バッティング練習場営業 

 

許容限度 

（午後１０時から翌

日の午前６時まで） 

  第 １ 種 区 域    ４ ０ ｄＢ 

   第 ２ 種 区 域    ４ ５ ｄＢ 

   第 ３ 種 区 域    ５ ０ ｄＢ 

   第 ４ 種 区 域    ５ ５ ｄＢ 

 

 

表 5-13 音響機器の使用限度 

 対 象 区 域 指 定 地 域 全 域 

制 限 内 容 
午後 11 時～翌日午前 6 時まで使用禁止 

（ただし外に音がもれない場合はこの限りではない。） 

対象音響機器 
・カラオケ装置 ・ステレオセット ・拡声装置  

・録音、再生装置 ・有線ラジオ放送装置 ・楽器 

対 象 営 業 飲 食 店 営 業 

 
表 5-14 その他の騒音（商業宣伝放送） 

商 

業 

宣 

伝 

放 

送 

商業宣伝放送実施届 

 航空機による商業宣伝放送を行おうとする場合、条例においては原

則禁止であるが、規則で次の事項を遵守する場合に限り認めている。 

 

①午前 11 時から午後 1 時までの間に行うものであること 

②拡声器の最大出力が一の航空機で 30 ワットを越えないこと 

③同一地域の上空で２回以上旋回させ、又は同一地域の上空にとど

まり拡声器を使用するものでないこと 

（条例第７８条、条例施行規則第４１条、同第４２条） 

 

商業宣伝放送 

をしようとす 

る日の７日前 
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７ 自動車騒音の要請限度 
 

 市長は自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより、道路の周

辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、群馬県公安委員会

に、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請することができます。 
 

表 5-15 指定地域 

区域の区分 指定地域

ａ区域

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号の規定により定めら

れた用途地域（以下「用途地域」という。）のうち第一種低層住居専用地域、第

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地

域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、騒音規制法（昭和43年法律第
98号）第３条第１項の規定による指定地域（以下「指定地域」という。）のう

ち第１種区域に指定された地域

ｂ区域
用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域
の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第２種区域に指定された地域

ｃ区域

用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地

域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第３種区域及び

第４種区域に指定された地域

 
 

 

表 5-16 要請限度値  

 

 
 

区  域  の  区  分 

時 間 の 区 分 
 

昼  間 夜  間 

１ 
ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有

する道路に面する区域 
６５ｄB ５５ｄB 

２ 
ａ区域のうち２車線以上の車線を有 

する道路に面する区域 
７０ｄB ６５ｄB 

 

 ３ 

 ｂ区域のうち２車線以上の車線を有 

 する道路に面する区域及びｃ区域の 

 うち車線を有する道路に面する区域 

 

７５ｄB 

 

７０ｄB 

 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を 有する道路の場合

は道路の敷地の境界線から１５ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から２

０ｍまでの範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては７５デシベル、夜間においては

７０デシベルとする。 
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8 騒音規制法及び県条例に基づく届出 
 

市内の工場及び事業所の特定施設等については、騒音規制法及び群馬県の生

活環境を保全する条例に基づき届出がなされています。令和元年度の特定施設

等届出状況は次のとおりです。 
   
            表 5-17 特定施設等届出状況（騒 音） 

       根  拠  

種 類 別 
騒 音 規 制 法 

群馬県の生活環境を 

保全する条例 

特 定 施 設 設 置 届 7 0 

特 定 施 設 使 用 届 0 0 

特定施設の数、防止方法変更届 16 1 

氏 名 等 変 更 届 33 21 

特定施設使用全廃止届 0 0 

承    継    届 4 2 

特定建設作業実施届 19 0 

 （平成 31 年４月１日～令和 2 年３月３１日）    
 
 
 

9 騒音規制基準遵守状況調査 
 

特定施設の届出のあった工場及び事業場のうち、3 つの特定工場等について

騒音の測定調査を行いました。 

 

 

                 表5-18　規制基準適合状況

適合地点数 比率（%）

第2種区域 2 0 0%

第3種区域 0 0 0%

第4種区域 1 0 0%

計 3 0 0%

表5-19 地点別騒音測定結果

地点① 61

地点① 74

地点② 65

地点① 67

地点② 61

規制基準を超過したもの

下植木町 R2.2.7
製造業

（空気圧縮機）
第２種区域

（市街化調整区域）
55

日乃出町 R2.2.7
製造業

（印刷機）
第４種区域

（市街化調整区域）
70

第2種区域
（準工業地域）

55三室町 R1.9.12
製造業

（せん断機）

規制基準
（8時～18時）

測定結果(dB)
指定区域

（用途地域）

区域の区分 測定地点数
騒音規制基準適合状況

所　在　地 測定日
業　　種

（主たる発生源）
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第６ 振動 
 

振動とは、工場・建設作業の事業活動や交通機関等によって発生し、直接感じ

たり、家具等の振動から間接的に感じたりするもので、騒音と同じく、受ける側

の感覚・主観が多分に作用するため、多くよせられる苦情です。 
  
 

振動による影響 気象庁震度階級 

人体に生理的影響が生じ始める 

産業職場で振動が気になる 

（８時間振動にさらされた場合） 

深い睡眠にも影響がある 

浅い眠りに影響がではじめる 

振動を感じ始める 

ほとんど睡眠影響はない 

常時微動 

９０dB 震度４ 

８０ｄB

５０ｄB

４０ｄB

７０ｄB

６０ｄB

震度３ 

震度２ 

震度１ 

震度０ 

人は揺れを感

じない 
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１ 振動規制法 

  
（１）目的 

  ①工場や事業場における事業活動によって生じる振動及び建設工事によっ

て発生する振動について必要な規制を行うこと。 

  ②道路交通振動について必要な規制を行うこと。 

  ③上記により国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 

 

（２）定義 

  「特定施設」とは、著しい振動を発生する作業として政令で定めるものをい

う。 

  「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業の内著しい振動を発生

する作業として政令で定めるものをいう。 

  「特定工場等」とは、規制地域内において特定施設を設置している事業所を

いう。 

 

（３）届出義務 

  指定地域内において特定施設の設置等を行う場合は３０日前までに市長に

届け出なければならない。 

  指定地域内において特定建設作業を行う場合は７日前までに市長に届け出

なければならない。 

 

（４）罰則 

  特定工場等が規制基準に適合せず周辺の生活環境を損なっている場合、市

長は期限を定めて改善勧告、改善命令を行う。 

  改善命令に従わない場合、罰則が適用される。 
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２ 指定地域及び規制基準 
 
 振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づいた、特定工場等におい

て発生する振動、特定建設作業において発生する振動の指定地域及び規制基準

は、次の表のとおりです。 

 
 
表 6-1 振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定工場等の指定地域 

振動規制区域の区分

４　宮子町の用途地域のうち準工業地域の区域

２　日乃出町のうち市道（伊）５－４３７号線、同４３５号線、同４３１号線、同１６１号線、同２０４号線、（境）１－１
号線、同１－２及び粕川に囲まれた区域

３　北千木町のうち一般県道伊勢崎新田上江田線及び東武鉄道伊勢崎線に囲まれた一般県道伊勢崎新
田上江田線以南の区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち工業地域及び工業専用地域の区域

１１　赤堀今井町二丁目のうち１７４１番地から１７４８番地までの区域

１８　三室町のうち５６６０番地から５７７９番地まで、５７９７番地から５９３９番地まで及び６２００番地から６２３２
番地までの区域

注　この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第
二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工
業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の規
定により定められた用途地域を、市街化調整区域とは同法第７条の規定により定められた区域を、境支所が
所管する区域とは伊勢崎市役所支所設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１６号）により定められた区域を
いう。

境支所が所管する区域の用途地域のうち第一種低層住居専用地域の区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及
び用途地域を除く区域（第１種区域、第３種区域及び第４種区域を除く）

区　域　名

３　東都市計画区域のうち第3種区域を除く区域

１　伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域（第４種区域を
除く）

５　西久保町一丁目のうち２番地から甲７７番地３まで、９９番地１から１０９番地３まで、３８３番地から４０１番
地１７まで及び１３６７番地から１３７９番地までの区域

１４　香林工業団地の区域

１５　赤堀鹿島工業団地の区域

１３　赤堀・東・笠懸工業流通団地の区域

１０　野町のうち７２４番地から７２６番地までの区域

２　赤堀都市計画区域のうち第3種区域を除く区域

７　曲沢町のうち２番地１から６４番地５まで、１６１番地１から２０５番地４まで及び７４９番地１から８０６番地６１
までの区域

２　波志江町のうち市道（伊）１－５２５号線、同１－１６５号線、同１－５５０号線及び同２１９号線に囲まれた区
域

第１種区域

第２種区域

９　香林町一丁目のうち１７００番地から１７１０番地まで、１７１７番地から１７１９番地まで、１７２１番地から１７２
２番地まで、１７２４番地、１７２６番地及び１７２８番地から１７５０番地までの区域

８　赤堀鹿島町のうち１４５５番地から１４７９番地まで及び１４８３番地から１５５１番地までの区域

６　西久保町二丁目のうち９９番地２から３１８番地まで、３６９番地１から４０１番地２１まで、１４０２番地から１４
７０番地まで及び１５３１番地から１５３５番地までの区域

３　柴町、阿弥大寺町及び東上之宮町のうち市道（伊）６－５２号線、同４９号線、同６２号線、同７７号線、同４
２９号線、同４２６号線及び一般県道駒形柴町線に囲まれた区域

１６　多田山産業団地の区域

１７　東都市計画区域のうち主要地方道桐生伊勢崎線及び一般国道１７号上武道路の両側１００メートルの
範囲の区域

１２　市場町一丁目のうち１番地から１４０番地まで、１４５２番地から１５２６番地まで及び１５２９番地から１５９８
番地までの区域

４　境支所が所管する区域の用途地域のうち第一種住居地域及び第二種住居地域の区域
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表 6-2 特定工場等に対する規制基準 

 

      時間の区分 

区域の区分 
昼  間 

（午前８時～午後７時） 

夜  間 

（午後７時～午前８時） 
 

第 １ 種 区 域 ６５ｄＢ ５５ｄＢ 

第 ２ 種 区 域 ７０ｄＢ ６５ｄＢ 

 
 

表 6-3 特定建設作業に対する規制基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準の区分

特定建設

作業の種類

第１～３種
区域

第4種区域

の一部(※)

第4種区域

のうち左記

以外の区域

第１～３種
区域

第4種区域

の一部(※)

第4種区域

のうち左記

以外の区域

災害等によ

り緊急を要

する場合及
び危険防止

のため行う

場合を除く

災害、危険

防止、鉄道

等の運行、
変電所の工

事並びに道

路法、道路
交通法に基

づき休日に

行うことと

なっている
場合を除く

注　第4種区域の一部…第4種区域のうち学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、

　　　　　　　　　 　 図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型こども園の敷地の周囲概ね80mの区域内

備　　　　　考

災害、危険防止、鉄道等
の運行並びに道路法、道

路交通法に基づき夜間行

うこととなっている場合
を除く

その作業を開始した日に
終わる場合、災害等によ

り緊急を要する場合及び

危険防止のため行う場合
を除く

１４時間を
超えて行わ

ないこと

連続して６
日を超えて

行わないこ

と

行わないこと

鋼球を使用する作業

舗装版破砕機を使用

する作業

ブレーカーを使用す

る作業

空気圧縮機を使用す

る作業

特定建設作

業の場所の

敷地境界に
おける騒音

の大きさ

夜間作業
一日の

作業時間

作業期間

日曜日その

他の休日の
作業

くい打ち機等を使用

する作業

7５ｄB

午後７時か
ら午前７時

までは行わ

ないこと

午後10時
から午前6

時までは行

わないこと

１０時間を
超えて行わ

ないこと
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３ 道路交通振動の要請限度 
 

 道路交通振動の要請限度とは環境省令で道路交通振動について定められた限

度です。市町村長は、道路交通振動がこの値を超えていることにより道路の周辺

の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、道路管理者に対し、当該

道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持または修繕の措置を

執るべきことを要請し、また、群馬県公安委員会に、道路交通法の規定による措

置を執るべきことを要請することができます。 
 
 
 

表 6-4 指定地域 

区域の区分 指定地域

振動規制法施行規則別
表第２備考第１項第１
号に掲げる区域（第1
種区域）

特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生
する振動について規制する地域等の指定（平成１９年伊勢崎市告
示第６０号）により指定された地域（以下「指定地域」とい
う。）のうち第１種区域に該当する区域

振動規制法施行規則別
表第２備考第１項第２
号に掲げる区域（第2
種区域）

指定地域のうち第２種区域に該当する区域

 
表 6-5 要請限度値  
 

　　　　　　時間の区分

区域の区分

昼　間
（午前8時～午後7時）

夜　間
（午後7時～午前8時）

第1種区域 65ｄB 60ｄB

第2種区域 70ｄB 65ｄB
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4 振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく届出 

 

 市内で特定施設を設置する場合等や特定建設作業を施工する場合については、

振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づき届出がなされていま

す。令和元年度の届出状況は次の表のとおりです。 

 
表 6-6 特定施設等届出状況（振 動） 

       根  拠  

種 類 別 
振 動 規 制 法 

群馬県の生活環境を 

保全する条例 

特 定 施 設 設 置 届 5 0 

特 定 施 設 使 用 届 0 0 

特定施設の種類及び能力ごとの数、 

防止方法の変更、使用の方法変更届 
11 4 

氏 名 等 変 更 届 22 21 

特定施設使用全廃止届 0 0 

承    継    届 3 2 

特定建設作業実施届 19 3 

                              （平成 31 年４月１日～令和 2 年 3 月３１日） 

 

5 振動規制基準遵守状況調査 
 

特定施設の届出のあった工場及び事業場のうち、３特定工場等について振動

の測定調査を行いました。 

 

 

 

適合地点数 比率（%）

第１種区域 2 2 100%

第２種区域 1 1 100%

計 3 3 100%

地点① 50

地点① 45

地点② 56

地点① 48

地点② 45

規制基準を超過したもの

3 上植木本町 製造業 圧縮機
第１種区域

（市街化調整）
65

2 日乃出町 製造業 印刷機
第2種区域

（市街化調整）
70

1 三室町 製造業 せん断機
第1種区域
（準工業）

65

業　　種 主たる発生源 測定結果(dB)
指定区域

（用途地域）

表6-8 地点別振動測定結果

規制基準
（8時～19時）

区域の区分

                 表6-7　規制基準適合状況

測定地点数
騒音規制基準適合状況

番号 所　在　地
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第７ 地盤環境・地下水環境 
 
   地盤沈下とは、過剰な地下水の採取によって、主として粘土層が収縮するた

めに生じる現象です。本市の地盤沈下は、関東地方北部の地盤沈下が広く観測

されている地域に属することから、群馬県等関係機関と協力して、地盤沈下の

状況や対策方法について検討を進めることが必要です。 

   群馬県では地盤沈下の実態を正確に把握し、適切な対策に役立てるため、一

級水準測量による地盤変動量の調査及び地盤沈下・地下水位観測井による観

測を行っています。 

   また、地下水の状況を把握するために、水質の監視も行っています。 

 

 

１ 地盤の変動量 
 

伊勢崎市内には令和 2 年１月現在、15 ヶ所の水準点が設置されています。 

 その水準点による観測結果を次の表に示しました。 

なお、変動量は前年度の 1 月 1 日時点での標高から当該年度 1 月 1 日時点

での標高を差し引いて求めたものです。つまり３１年度の変動地は平成 31 年

1 月 1 日時点の標高から令和 2 年１月１日の標高を差し引いた値です。 

 
 
                      表 7-1 地盤沈下変動量                                                                    

 
 

 

 

単位:mm 

今泉町 1-488 S64.1.1 －7.6 南千木町5239-1 H8.1.1 －6.6

－7.4

山王町 2020-2 S64.1.1 －6.7 粕川町 1003 H12.1.1 －7.4

堀口町　502-1

S64.1.1 －7.5 今泉町 2-410 H8.1.1

S64.1.1 －7.1

町　名 調査開始年月日 31.1.1～2.1.1 町　名 調査開始年月日 31.1.1～2.1.1

新栄町 4074-1

茂呂南町 5097 H8.1.1 －6.8

馬見塚町 1130 S64.1.1 －5.9 境 188 S64.1.1 －1.6

下道寺町 26 S64.1.1 －6.3 境下渕名 2020 S64.1.1 －6.1

H12.1.1 －1.0 計　15ヶ所

飯島町 554 S64.1.1 －6.5 境島村 373-286 S64.1.1 －4.2

境女塚 93



65 
 

２ 地下水利用の適正化 
 
 地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げによって生じるため、その防止には地下

水利用の適正化が必要です。 

 そこで群馬県では、平成１２年４月１日施行の「群馬県の生活環境を保全する

条例」により地下水採取の実態を把握するとともに節水や地下水利用の合理化

等の指導を行っています。 

 地下水の採取を制限するためには代替水源を確保し、表流水（河川水）への転

換を図ることが必要であることから、本市の地域では、代替水源を確保するため、

東毛工業用水道や県央第二水道が、工業用水や水道用水を供給しています。 

   

 

３ 地下水の水質調査 

  
地下水は、水温の変化が少なく一般に水質も良好であるため、水道、農業及

び工業などに、貴重な水資源として広く利用されています。 

 有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法では有害

物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する措置や地下水の水質の監視、測定

体制の整備などが規定されています。 

 

（１） 地下水の環境基準 

 次の表のとおり環境基準が定められています。 

 
表 7-2 地下水質の環境基準 

 
 

 

 

 

 

0.003mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン

検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン

0.01mg/L以下 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下

0.05mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

0.01mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下

0.0005mg/L以下 0.006mg/L以下

検出されないこと 0.003mg/L以下

検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下

0.02mg/L以下 0.01mg/L以下

0.002mg/L以下 0.01mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硫酸性窒素

1,1-ジクロロエチレン

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下

1.4-ジオキサン 0.05mg/L以下

10mg/L以下

0.8mg/L以下

1mg/L以下

項　　　目 　基　　準　　値　基　　準　　値

0.1mg/L以下

0.002mg/L以下

1mg/L以下

0.006mg/L以下

チウラム

シマジン

ベンゼン

セレン

ふ　っ　素

ほ　う　素

ジクロロメタン

四塩化炭素

全　シ　ア　ン

アルキル水銀

Ｐ　Ｃ　Ｂ　

クロロエチレン

項　　　目

カドミウム

鉛

六価クロム

砒　素

総　水　銀



66 
 

（２） 令和元年度地下水調査 

  ① 概況調査 

   概況調査は群馬県内の全体的な地下水の汚染状態を把握するため、県内

を 4ｋｍ四方に区画し、各区画（メッシュ）毎に１地点の井戸を選定し実

施する地下水調査です。伊勢崎市内では毎年 9 地点で調査を実施し、環境

基準が定められている 28 項目を調査します。令和元年度の結果は次の表

のとおりです。 

   環境基準を超過した項目は、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」３地点の

井戸で基準を超過しました。基準を超過した井戸の所有者に飲用を控える

ように指導を行っています。「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」は県内の多

くの井戸で超過している物質です。このため、県では過去の調査におい

て、特に高濃度で検出された井戸を継続調査しています。超過原因として

は農業の窒素肥料や家畜排泄物が大きく影響していると思われます。 

 

 
表 7-3 令和元年度 地下水質概況調査結果（その 1） 

環境基準を超過したもの  

   調　　査　　区　　分

   市　　町　　村　　名

   地　　　 区　　　 名

   井戸番号 又は 井戸名

井諸  井戸深度　 (ｍ)

戸元  浅井戸深井戸の別

の   用　　途

   採　水　年　月　日

 水　　温　 (℃)

 透 視 度　 (cm)

 色　　相

 臭　　気

 カドミウム (mg/l) ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   

 全シアン (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

 鉛 (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

 六価クロム (mg/l) ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   

 砒素 (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

 総水銀 (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

計  アルキル水銀 (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

 ＰＣＢ (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 四塩化炭素 (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

 クロロエチレン (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

量  1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.004   ＜ 0.004   ＜ 0.004   ＜ 0.004   ＜ 0.004   

 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   

対  ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

 チウラム (mg/l) ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   

 シマジン (mg/l) ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   

象  チオベンカルブ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ベンゼン (mg/l) ＜ 0.001   ＜ 0.001   ＜ 0.001   ＜ 0.001   ＜ 0.001   

 セレン (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 硝酸性窒素 (mg/l) 5.1   16   11   9.5   0.30

 亜硝酸性窒素 (mg/l) ＜ 0.01   ＜ 0.01   ＜ 0.01   ＜ 0.01   ＜ 0.01   
 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 5.1   16   11   9.5   0.31   

 ふっ素 (mg/l) 0.07   ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   0.02   

 ほう素 (mg/l) 0.06   ＜ 0.02   ＜ 0.02   0.03   0.04   

 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

伊勢崎市 伊勢崎市

17.4 12.5 20.4 13.1

伊勢崎市役所 伊勢崎市役所 伊勢崎市役所
環境保全課 環境保全課 環境保全課

生活用水井戸 生活用水井戸

R1.11.27

－

－ － － － －

－ － － －

R1.11.27 R1.11.27 R1.11.27 R1.11.27

生活用水井戸 生活用水井戸

伊勢崎市役所 伊勢崎市役所
環境保全課 環境保全課

概況調査 概況調査

不明 不明 約8ｍ 不明

浅井戸 深井戸 浅井戸 不明

東上之宮町

17.5

生活用水井戸

不明

田中島町 東小保方町

概況調査 概況調査 概況調査

伊勢崎市 伊勢崎市

国定町二丁目 三和町

   採 水 担 当 機 関 名

伊勢崎市

38-31 39-31 40-31 41-3114-31

不明
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   調　　査　　区　　分

   市　　町　　村　　名

   地　　　 区　　　 名

   井戸番号 又は 井戸名

井諸  井戸深度　 (ｍ)

戸元  浅井戸深井戸の別

の   用　　途

   採　水　年　月　日

 水　　温　 (℃)

 透 視 度　 (cm)

 色　　相

 臭　　気

 カドミウム (mg/l) ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   

 全シアン (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出

 鉛 (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

 六価クロム (mg/l) ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   ＜ 0.02   

 砒素 (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

 総水銀 (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

計  アルキル水銀 (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出

 ＰＣＢ (mg/l) 不検出 不検出 不検出 不検出

 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 四塩化炭素 (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

 クロロエチレン (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

量  1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   ＜ 0.0004   

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.004   ＜ 0.004   ＜ 0.004   ＜ 0.004   

 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   

対  ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   ＜ 0.0005   

 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   ＜ 0.0002   

 チウラム (mg/l) ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   ＜ 0.0006   

 シマジン (mg/l) ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   ＜ 0.0003   

象  チオベンカルブ (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 ベンゼン (mg/l) ＜ 0.001   ＜ 0.001   ＜ 0.001   ＜ 0.001   

 セレン (mg/l) ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   ＜ 0.002   

 硝酸性窒素 (mg/l) 8.2 13   3.6   ＜ 0.05   

 亜硝酸性窒素 (mg/l) ＜ 0.01   ＜ 0.01   ＜ 0.01   ＜ 0.01   
 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 8.3 13   3.6   ＜ 0.06   

 ふっ素 (mg/l) 0.04   ＜ 0.02   0.08   0.02   

 ほう素 (mg/l) 0.05   ＜ 0.02   0.07   0.02   

 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/l) ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   ＜ 0.005   

－ － － －

－ － － －

R1.11.27 R1.11.27 R1.11.27 R1.11.27

16.8 14.7

20ｍ 10ｍ

下道寺町

21.8 14.4

不明 浅井戸 浅井戸 浅井戸

生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸

伊勢崎市 伊勢崎市

境美原

42-31 43-31 45-31 46-31

境上渕名北千木町

伊勢崎市役所 伊勢崎市役所
環境保全課 環境保全課 環境保全課 環境保全課

   採 水 担 当 機 関 名

概況調査 概況調査 概況調査 概況調査

伊勢崎市役所 伊勢崎市役所

伊勢崎市 伊勢崎市

不明 不明

環境基準を超過したもの  

表 7-4 令和元年度 地下水質概況調査結果（その 2） 
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② 継続監視調査 

  継続監視調査は、地下水の汚染があった地域について継続的に監視を行

うために実施する地下水調査です。平成２８年度まで、伊勢崎市実施の調

査地点は３地点でしたが、環境基準を達成する状況が続いたため、境下渕

名においての調査を終了いたしました。 

 

・カドミウムの超過における継続監視調査 

平成 2３年度の概況調査において「カドミウム」が基準を超過したこと

から、基準を超過した井戸及びその井戸を囲むように３箇所の井戸を選定

し、平成 2４年度より継続監視調査を実施しています。 

令和元年度の調査結果は表 7-５のとおりです。環境基準の超過はありま

せんでした。 

 
表 7-５ 令和元年度 継続監視調査結果１（伊勢崎市実施）  

    
 

・トリクロロエチレンの超過における継続監視調査 

平成２５年度の概況調査において、境伊与久でトリクロロエチレンが環

境基準を超過したことから、基準を超過した周辺の井戸から３箇所の井戸

を選定しトリクロロエチレン及びその関連物質について平成２６年度から

継続監視調査を開始しました。 

令和元年度の調査結果は表 7-６のとおりです。環境基準の超過が１件あ

りました。 

 

表 7-６ 令和元年度 継続監視調査結果２（伊勢崎市実施） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   市　　町　　村　　名

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ≦0.1 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ≦0.04 0.015 0.023 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004

 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ≦0.01 0.031 0.049 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) ≦0.01 < 0.0005   < 0.0005   < 0.0005   < 0.0005   < 0.0005   < 0.0005   

(mg/l) ≦0.002 < 0.0002   < 0.0002   < 0.0002   < 0.0002   < 0.0002   < 0.0002   

伊勢崎市 伊勢崎市

   地　　　 区　　　 名

M-８４ M-８５

   調　　査　　区　　分

環境基準

継続監視調査 継続監視調査 継続監視調査

R1.8.21 R2.2.27 R1.8.21 R2.2.27 R1.8.21

境伊与久 境伊与久 境伊与久

伊勢崎市

R2.2.27   採　水　年　月　日

   井戸番号 又は 井戸名 M-８３

調
査
項
目

 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

環境基準を超過したもの  

   調　　査　　区　　分

   市　　町　　村　　名

   地　　　 区　　　 名

   井戸番号 又は 井戸名

   採　水　年　月　日

 調査項目 (mg/l) ≦0.003 0.0018 0.0008 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003

環境基準

継続監視調査 継続監視調査 継続監視調査

伊勢崎市 伊勢崎市 伊勢崎市

韮塚町 韮塚町

 カドミウム

韮塚町

M-80 M-81 M-82

R1.8.21 R2.2.27 R1.8.21 R2.2.27 R1.8.21 R2.2.27
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・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の超過における継続監視調査 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、全国と比べると群馬県は超過率が高く

なっており、伊勢崎市においても毎年の概況調査において基準を超過して

いる井戸が確認されています。これまでの調査において、特に高濃度で検

出された伊勢崎市内の３地点の井戸で継続的な監視を行うため、群馬県が

毎年継続監視調査を実施しています。平成２６年度までは４地点でした

が、環境基準を達成する状況が続いたため、三室町においての調査を終了

いたしました。 

令和元年度の調査結果は表 7-7 のとおりです。３地点の井戸で環境基

準を超過していました。 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、平成 15 年度に群馬県が学識

経験者と関係機関の職員を構成員とする「群馬県地下水質改善対策連絡協

議会」を設置し、大間々扇状地をモデルに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に

よる地下水の汚濁機構及び対策手法について検討を行いました。現在、環

境への負荷が少ない施肥の技術の普及、家畜排せつ物の管理指導、生活系

廃水処理施設の整備推進などの対策を行っています。 

 

 
表 7-7 令和元年度 継続監視調査結果３（群馬県実施） 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mg/l)

(mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01

(mg/l)

 硝酸性窒素

 亜硝酸性窒素

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

間野谷町 境木島 境三ツ木

Ｍ-59 Ｍ-62 Ｍ-63

R1.9.17 R1.9.17

調

査

項

目
10*

27 24 23

環境基準

地下水継続監視調査

伊勢崎市

24 23

R1.9.17

   調　　査　　区　　分

   市　　町　　村　　名

   地　　　 区　　　 名

   井戸番号 又は 井戸名

   採　水　年　月　日

27

※硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計量 

 

環境基準を超過したもの  
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第８ 悪臭 
  

悪臭とは大多数の人々に嫌悪感や不安感を与える臭いであり、住民からの苦

情も多く、さまざまな発生源から発生しています。 

  この悪臭対策や苦情の解決には困難が伴います。これは多くの種類の悪臭成

分が、いろいろの物質から、しかも微量（低濃度）で発生するばかりでなく、人

間の心理的・生理的臭覚に左右されるためで、公害のうちでも最も複雑な部分と

言われています。また測定技術や防止技術の開発などにも問題が残されていま

す。立入調査・改善命令・悪臭の測定等の規制事務は市長が行いますが、都市生

活型のさまざまな悪臭苦情が多くなってくると、単体物質の物質濃度による規

制では対応できなくなりました。そのため、本市では、平成１９年１０月より人

間の嗅覚を用いて臭気の程度を判定する臭気指数規制を導入しています。 
 

１ 規制基準 
 

（1）悪臭防止法第４条第２項第１号に規定する敷地の境界線の地表における

臭気指数の規制基準 

 
                表 8-1 規制基準 

区域の区分 臭気指数 

指数１５区域 １５ 

指数２１区域 ２１ 

  

（2）悪臭防止法第４条第２項第２号に規定する排出口における臭気指数の規

制基準 

（1）で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則（昭和４７年総理

府令第３９号。以下「規則」という。）第６条の２に定める方法により算出し

た臭気排出強度又は臭気指数とする。 

  

（3）悪臭防止法第４条第２項第３号に規定する排出口における臭気指数の規

制基準 

（1）で定める規制基準を基礎として、規則第６条の３に定める方法により 

算出した臭気指数とする。 

 

○臭気指数 

 気体または水に係る悪臭の程度に関する値であって、人間の嗅覚でその臭気を

感知することができなくなるまで気体または水の希釈をした場合におけるその

希釈倍数を基礎として算定されるもの。 

 

参考：１００倍希釈で臭気を感知することができなくなった場合、臭気指数は１

０ Ｘ log（１００）＝ ２０となります。 
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２ 規制地域 
表 8-2 規制地域 

区域の区分 区     域     名 

指数１５ 

区域 

１ 伊勢崎都市計画区域の用途地域のうち第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域及び商業地域の区域 

２ 中央町及び緑町のうち準工業地域の区域 

指数２１ 

区域 
指数１５区域以外の市域全域 

 

３ 悪臭規制基準遵守状況調査 
 

令和元年度については、臭気測定調査を行いませんでした。 
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第９ 公害苦情 
 

  公害等の苦情取扱件数は、管理不全な空き家や雑草の繁茂等、典型７公害

以外のものの占める割合が大きくなっています。 

 また、新たな土地開発により畑の中や工場に隣接する場所に出来た新興住宅

地から、害虫の発生や悪臭などの苦情もあり、苦情の対応に苦慮するものもあ

りました。 

  

１ 公害苦情等の年度別推移 
  平成２７年度から令和元年度までの典型７公害や雑草等の苦情の受付件数

推移を以下の表とグラフに示しました。 

 
          表 9-1 年度別公害苦情等件数 

 
 
 

図 9-1 年度別典型７公害苦情件数推移 

 

 

 

 

 

項目
年度

H２７ 112 14 53 6 0 47 0 109 491 66 898

H２８ 99 13 47 2 0 47 1 184 424 53 870

H２９ 90 6 44 3 0 36 0 189 333 35 736

H３０ 75 10 44 1 0 36 0 170 361 37 734

R１ 75 12 38 0 0 29 0 171 322 26 673

合計大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 土壌汚染 悪臭 地盤沈下 雑草等 その他空き家
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図 9-2 年度別空き家・雑草等苦情件数推移 

 

 

 

２ 公害苦情の種類別割合 
令和元年度の公害苦情等取扱件数は、673 件です。内容別にみると次のグ

ラフのとおり、典型７公害以外の公害苦情（雑草等を含む）が約７７％を占

め、典型七公害については、大気汚染・騒音・悪臭・水質汚濁の順で多く、振

動・地盤沈下・土壌汚染については苦情を受けませんでした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3 令和元年度公害等苦情件数種類別割合 
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第１０ 対策 
１ 法・条例に基づく規制指導の強化 
  

事業活動に伴う公害防止を目的とした環境行政を推進するため、公害関係法

令及び県条例に基づき、特定施設の既設・新設の工場及び事業場の規制基準の遵

守状況調査を励行し、基準を超えている工場及び事業場に対しては、作業工程・

レイアウト・生産施設の改善・公害防止施設を設置するなどの指導を行っていま

す。 

 

（１）大気関係については窒素酸化物・炭化水素などが光化学オキシダントの原

因物質とされており、注意報などの発令時には群馬県大気汚染緊急時対策実施

要綱に基づき、市民に対してホームページやツイッターで注意を呼びかけ、対象

事業場に対しては燃料削減などの協力を要請する制度となっています。 

また、簡易焼却炉を用いた焼却や家庭でのごみの焼却など、法令等に定められ

た方法以外での焼却に対しては、大気環境への配慮を促す意味も込めて、適正に

処理するよう指導や啓発を行っています。 

  

（２）公共用水域の水質調査については、県の水質測定計画に基づき、調査を実

施しています。 

 公共用水域の水質保全については、水質汚濁防止法などにより特定事業場排

水の水質を規制しています。また、近年水質汚濁の要因として生活排水の占める

比率が大きくなってきており、河川の良好な水質環境の回復と保全のためには、

市民の協力なしでは不可能であり、公共下水道や農業集落排水の整備に加え市

民の水質保全に対する意識の高揚が不可欠であります。 

 公共下水道整備区域・農業集落排水処理区域以外の区域においては、平成元年

から一般家庭が行う合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助制度を創設し、

また、市が主体となって戸別の住宅にある単独処理浄化槽及び汲取り便槽を合

併浄化槽に設置転換する市町村設置型浄化槽整備事業を平成２２年より開始し、

公共用水域の水質保全に努めています。 

 

２ 伊勢崎市地球温暖化対策実行計画の策定 

 

（１）地球温暖化対策をめぐる国内外の動向 

これまでは、2020 年までの温室効果ガス排出削減の目標を定めた枠組み「京

都議定書」（1997 年採択）のもとで地球温暖化対策が進められてきました。こ

のときは、日本を含む先進国のみに削減目標に基づく削減義務が課せられるこ

とになりましたが、温室効果ガス排出量が急増していた中国やインドといった

新興国を中心とした発展途上国には義務が課せられず、また、これを不満とした

主要排出国の米国は京都議定書に参加しなかったため、実効性が十分ではあり

ませんでした。また、気候変動による影響を受けやすい国を中心に、温室効果ガ

ス削減といった「緩和」だけでなく、豪雨や猛暑、農作物への被害など、既に発

生している影響への「適応」についても注目すべきとの声も強まります。 
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こうした状況を打開するために、２０１５年（平成 27 年）にフランス・パリ

で開催された国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）において

「パリ協定」が採択されます。これにより、定期的な温室効果ガス削減目標の提

出が各国に義務付けられたほか、目標達成のために必要な資金・技術等に関する

国際協力についての基本的な枠組みが設置されるなど、温暖化対策に地球規模

で取り組んでいくための仕組みの大枠が定められました。 

現在の温暖化対策の基礎となるパリ協定ですが、その長期的な目標は「世界的

な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに 1.5℃

に抑える努力を追及すること」というものです。この目標を達成するために世界

各国で取組が進められることになります。 

 

我が国では、2015 年（平成 2７年）７月に将来のエネルギー需給構造の見

通しであり、あるべき姿を示すものとして「長期エネルギー需給見通し」が経済

産業省から発表されました。この中で徹底した省エネルギー（節電）の推進、再

生可能エネルギーの最大限の導入や火力発電の効率化などを進めつつ、原発依

存度を可能な限り低減させるという基本方針が示されました。同時期に開催し

た地球温暖化対策推進本部において、2030 年度（令和 12 年度）の温室効果

ガス削減目標を、2013 年度（平成 25 年度）比 26.0％減とする「日本の約束

草案」を決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。さらに、2015

年（平成 27 年）９月の国連サミットでの「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」採択を受け、2016 年（平成 28 年）５月に持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）推進本部を設置して「ＳＤＧｓ実施方針」を策定し、翌年 12 月には

「ＳＤＧｓアクションプラン 2018」が決定され、ＳＤＧｓ推進に向け官民一

体となった取組が行われています。法整備等も進められ、「地球温暖化対策の推

進に関する法律」の改正や「地球温暖化対策計画」の策定が行なわれました。直

近では、2020 年（令和２年）10 月に菅内閣総理大臣は、国会の所信表明演説

において、2050 年（令和 32 年）までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする、すなわちカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣

言しました。 

 

（２）伊勢崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

２００８年（平成２０年）６月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改

正され、旧特例市以上の都市に区域全体の自然的・社会的条件に応じた施策を盛

り込み、拡充された地球温暖化対策実行計画の策定が義務付けられました。 

本市では、２０１１年（平成２３年）３月、地域の特性を踏まえた地球温暖化

対策を総合的かつ計画的に実施していくために、「伊勢崎市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」を策定しました。 

 本計画は、温室効果ガス排出削減に向けた取組みを行う各主体（市民・事業者・

市）が一体となって低炭素社会を実現するための共通の指針となるものであり、

１０年間の計画期間における短期・中期の目標を次のように設定しています。 
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① 短期目標 

短期目標における「現状趨勢ケース」とは、温室効果ガス排出削減のための新

たな施策を何も実施しなかった場合を指し、「趨勢値」とは、現状趨勢ケースに

おける温室効果ガス排出量の推計値を指します。この計画の中で、趨勢値は１，

７９７千 t-CO2 と推計されており、２０１２年度の実際の温室効果ガス排出量

をこれより２％削減した１，７６２千 t-CO2 以下に抑えることを目標としてい

ます。 

２０１２年度の排出量の算定結果については、表１０－１に示すとおり１，８

２２千 t-CO2 となっており、短期目標値の１，７６２千 t-CO2 を６０千 t-CO2

上回る結果となりました。 

  

 

表 10-1 伊勢崎市の温室効果ガス排出量（推計値） 

 
 

温室効果ガス排出量が増加した要因の一つとして、図１０－１に示すとお

り、２０１１年度以降の電気の排出係数※の推移が挙げられます。２０１４年

度以降この数値は減少に転じているものの、２０１０年度以前に比べると依然

として高い水準にあるため、電気使用量が減少した部門でも算出される温室効

果ガス排出量は増加の傾向を示しています。 

 

※ 排出係数…エネルギーの使用に伴う単位当たりの温室効果ガスの発生量を

指します。２０１１年３月に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所事故

の影響により、火力発電所の稼働率が上昇したことで電気の排出係数は大幅

に増加しました。 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（H17） （H22） （H23） （H24） （H25） (H26) (H27) (H28) （H29） （H30）

温室効果ガス排出量
※1 1,632 1,638 1,735 1,822 1,827 1,746 1,706 1,780 1,719 1,640 1,290

基準年比※2 - 0.4% 6.4% 11.6% 12.0% 7.0% 4.6% 9.1% 5.4% 0.5% -21.0%

前年比 - 2.2% 6.0% 5.0% 0.3% -4.5% -2.3% 4.3% -3.4% -4.6% -

※1　排出量については、国、県等の公表する統計データを用いて算出しているため、最新のデータは2018年度となります。

※2　中期目標の基準年である2005年度に対する数値を示しています。

温室効果ガス排出量(千t-CO2)

年度 中期目標

短期目標
２０１２年度の温室効果ガス排出量を、２００９年度を現状とした２０１

２年度の現状趨勢
スウセイ

ケースの排出量（趨勢値
スウセ イチ

）より２%削減します。

中期目標
２０２０年度の温室効果ガス排出量を基準年（２００５年度）の排出量よ
り２１％削減します。

すうせいちすうせい
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図 10-1 電気排出係数の推移 

 

冒頭にも述べたとおり、短期目標の期間は２０１２年度までですが、電気の排

出係数の急増などの事情を踏まえると、計画の進行状況を計画期間のみの数値

から評価することは困難であると考えられます。そのため、短期目標の結果を踏

まえつつ、中期目標の期限年である２０２０年度までの動向を引き続き注視し

ていくことになります。 

 

② 中期目標 

中期目標の２００５年度（基準年）から２０１８年度までの温室効果ガス排出

量（推計値）および部門別温室効果ガス排出量の推移は図１０－２に、また、温

室効果ガス排出量の部門別増減項目は表１０－２に示すとおりです。 

図 10-2 温室効果ガス排出量の推移 
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室効果ガス排出量の算定方法に一部変更が生じています。 
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表 10-2 温室効果ガス排出量増減 

 

○産業部門 

産業部門の温室効果ガス排出量は、部門全体の９０％以上を占める製造業の

影響を受けて変動しており、本市の製造品出荷額は基準年比で増加している背

景があります。 

前年度比では、製造業の電力消費量の減少により排出量は減少しました。基準

年比では、製造業の電力消費量は減少していますが、電気の排出係数の増加によ

る影響で、２０１８年度の排出量は増加しています。また、都市ガス消費量も増

加しており、部門全体の排出量は増加しました。 

 

 

○民生家庭部門 

民生部門は、電気の排出係数の増加による影響を大きく受けています。排出係

数はここ数年減少傾向にありますが、依然として基準年より高い水準にありま

す。 

前年度比では電気使用量が減少したほか、燃料の使用も全体的に減少したた

め、温室効果ガス排出量は減少しました。基準年比では、液化石油ガス（ＬＰＧ）

および灯油の使用による排出量は減少しています。一方で、２０１８年度の電力

使用量自体は基準年より減少しているものの、排出係数増加の影響により排出

量は増加しており、部門全体の排出量は増加しました。 

 

 

○民生業務部門 

前年度比では電気使用量が減少したことにより、部門の温室効果ガス排出量

は減少しました。基準年比では、２０１８年度の液化石油ガス（ＬＰＧ）の消費

に伴う排出量は減少していますが、灯油や重油など燃料の使用は増加している

ほか、民生家庭部門と同様に、電力使用による排出量は増加したため、部門全体

の排出量は増加しました。 

 

 

 

 

増減 千t-CO2 増減 千t-CO2

産業 増加 48    減少 -29    

民生家庭 増加 1    減少 -17    

民生業務 増加 6    減少 -11    

運輸 減少 -45    減少 -27    

廃棄物 増加 3    増加 1    

その他 減少 -5    増加 4    

※　産業部門の内訳は、製造業・農業・建設業・鉱業です。

部門
対基準年（2005） 対前年度（2017）

※　その他部門の内訳は、工業プロセス、農業、および代替

　　フロン等3ガスです。
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○運輸部門 

運輸部門の温室効果ガス排出量は、大部分が自動車からの排出となっていま

す。 

前年度比および基準年比ともに、自動車保有台数は増加していますが、自動車

の燃費効率の改善等により、排出量は減少しました。また、基準年比では、貨物

車両に限って保有台数が減少していることも原因と考えられます。 

 

 

○廃棄物部門 

廃棄物部門の温室効果ガスの排出割合は他の部門と比較して小さいですが、

ごみの焼却を主とした身近な分野が含まれています。内訳としては、ごみの焼却

による温室効果ガス排出量が部門全体の約８割を占めています。 

前年度比では、ごみの焼却が増加したことに伴い、燃えるごみとして廃棄され

るプラスチックごみの量も増加したため、排出量が増加しました。基準年比でご

みの焼却量は減少しているものの、廃プラスチックごみの割合が増加している

ため、排出量は増加しています。 

 

 

○その他部門 

その他部門は、工業プロセス、農業、および代替フロン等３ガスが含まれてい

ます。温室効果ガス排出量は、基準年以来、おおむね横ばいで推移しています。 

 

 

③ 総括 

２０１８年度の温室効果ガス排出量は、前年度比では産業部門、民生家庭部門、

民生業務部門および運輸部門において減少がみられ、省エネや電気の排出係数

の改善による影響がみられました。一方、基準年比では、産業部門、民生家庭部

門、民生業務部門および廃棄物部門において排出量の増加傾向がみられました。 

この原因としては、依然として基準年比で電気の排出係数が高いことや、産業

部門における都市ガス消費量が増加していること、また、プラスチックごみの焼

却量が増加していることなどが挙げられます。これらの部門では、さらなる省エ

ネ活動やごみの減量化や再資源化、再生可能エネルギーの導入を推進する必要

があります。そして、排出量が減少傾向である運輸部門についても同様で、引き

続き燃費効率の高い乗用車の普及促進やエコドライブの実践が重要です 

市民・事業者・市がそれぞれの役割を果たし、各主体が一体となって地域のエ

ネルギー課題に取り組み、中期目標の達成を目指し温室効果ガスの削減に取り

組んでいくことが大切です。 

 



80 
 

 

市　民
これまでのエネルギー・資源消費型のライフスタイルを見直し、積極的に省エ
ネ型ライフスタイルを実践する。

事業者
自らの社会的責任において、排出量削減のために積極的にエネルギー利用の効
率化・再生可能エネルギー導入に取り組む。

市
市民・事業者の自主的な行動を促すため、地球温暖化対策に関する情報提供を
行うとともに、取組を補助するための社会制度を整備する。

各主体の果たすべき役割



 
 
 

 

 

 

 

 

            

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÜÜÜ伊勢崎市の環境ÜÜÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

伊勢崎市環境部環境保全課 
〒３７２－８５０１ 

群馬県伊勢崎市今泉町二丁目４１０ 

tel. ０２７０－２７－２７３３ 

fax.０２７０Ü２４Ü５２５３ 

E-mail:hozen@city.isesaki.lg.jp 


